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■特集　認知症と共に生きる 1―9面
•［カラー解説］認知症と社会をめぐる歴史
的変遷（粟田主一）
•［座談会］認知症と共により良く生きてい
く（堀田聰子，内田直樹，藤田和子，前田隆行）
•［寄稿］認知症基本法の意義と今後への
期待（栗田駿一郎）/認知症のためにデザイ
ンは何が可能か（筧裕介）
■新春随想 10―13面

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授／
認知症未来共創ハブ 代表

堀田聰子◉監修

日本における認知症高齢者は 2012 年時点で 462 万人とされ，25 年には実に 700 万人近

くが認知症を有すると推計されている。認知症の人ができる限り地域の良い環境で自分らしく

暮らし続けられる社会の実現をめざす取り組みが進展する中，23 年 6 月には「共生社会の実

現を推進するための認知症基本法」（以下，認知症基本法）が参議院で可決，成立。24 年 1

月に施行となった。認知症基本法のベースには，「共生」の考えがある。認知症と共に生きる

ことの実相とはどのようなものなのか。認知症を生きる人々へのまなざしがどう変化してきたか

をたどると共に，異なる立場からの声を重ねて浮かび上がらせながら，共生社会実現の見通し

を考えたい。 
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　認知症と社会をめぐる歴史は，認知
症を生きる人々へのまなざしを通して
さまざまに変遷してきた。本稿では，
そのような社会のまなざしと社会政策
の変遷を概観しながら，「共生社会の
実現を推進するための認知症基本法」
（以下，認知症基本法）が制定された
今日までの歴史をたどる（図 1）。

古代から近代まで

　古代から近世まで，認知症は老いに
よる自然の摂理あるいは老耄とみなさ
れ，その異常性が顕著であったとして
も社会から疎外されることはなかった
という。しかし，近代になって西洋医
学が普及すると，老耄者は精神病者と
して医学や警察の管理下におかれ，家

養老院は救護施設の一種として法文化
され，政府から必要な財政的支援が受
けられるようになった。また，戦後の
1946 年には救護法が廃止，旧生活保
護法が制定され，養老院は保護施設と
なり公費で運営される公的事業となっ
た。さらに，1950 年には新生活保護
法が制定され，養老院は「養老施設」
として「老衰のため独立して日常生活
を営むことのできない要保護者を収容
して，生活扶助を行うことを目的とす
る施設」として法文上も明記された。
一方，その頃より入所者の長命化，入
所期間の長期化によって，医学的管理
を要する入所者の増加が問題となり，
1961 年に“病弱老人”のみを収容保
護する養老施設「十字の園」が創設さ
れた。また，1956 年に長野県の 13 市
町村で家庭養護婦派遣事業が始まり，
1958 年に大阪市で老人家庭奉仕員制

は実質的にはこの制度から排除され
た。しかし，現実には，所得に関係な
く虚弱な高齢者は増加し，1968 年の
国民生活審議会では「深刻化するこれ
からの老人問題」として，年金，福祉，
保健，就労，住宅政策が課題とされ，
1972 年には有吉佐和子氏の小説『恍
惚の人』 3）によって家族の窮状がク
ローズアップされた。こうした状況を
背景に 1973 年に「老人医療費の無料
化」が導入されたが，それによって老
人医療費は増大し，国民健康保険の運
営も厳しくなり，さらに病院のサロン
化・社会的入院といった問題も生じる
ようになった。一方，1976 年に発せ
られた厚生省社会局長通知「在宅老人
福祉対策事業の実施及び推進につい
て」によって，寝たきり老人対策事業
（老人家庭奉仕事業，日常生活用具給
付・貸与），ひとり暮らし老人対策事
業（老人電話相談センター設置，介護

施策がスタートした。すなわち，1984
年以降，痴呆性老人処遇技術研修事業，
痴呆性老人対策推進本部，老人保健施
設，老人性痴呆疾患治療病棟，痴呆性
老人デイ・ケア施設，老人性痴呆疾患
センターなどが整備されていった。
1986 年に設置された「痴呆性老人対
策推進本部」の専門員を務め，「痴呆
性老人処遇技術研修事業」や「国立療
養所における老人性痴呆に対する医療
のモデル事業」を通じ，国立療養所菊
池病院で認知症の医療に取り組んでい
た室伏君士氏は，当時有効な薬もない
認知症医療の領域に「ケア」という言
葉を初めて導入し，「理にかなったメ
ンタルケア」 4）の普及に努めた。同氏
は，ケアという言葉を介護とは区別し
て用い，それは「障害された状態像に
対し治療的に，人間的な生活機能を回
復・維持・向上するリハビリテーショ
ンの考えや方法による指導を主とする

度，1959 年に布施市（現東大阪市）
で独居老人家庭巡回奉仕員制度がつく
られた。これらは，生活に困窮した老
人が老衰や病気で日常生活に支障を来
したときに，洗濯，清掃，炊事，看病
等を行う事業として，1962 年に老人
家庭奉仕員事業として国庫補助化され
た。これらが特別養護老人ホームや訪
問介護のモデルとなった。

在宅介護・施設介護の 
法制化と体系化
　1963 年の老人福祉法によって，養
護老人ホーム，特別養護老人ホーム，
軽費老人ホーム，訪問介護，健康診査
が法制化され，今日の介護サービスの
原型がつくられた。当時の老人福祉は，
救貧対策の流れを受けて措置制度によ
って運用されていたため，中高所得者

人派遣事業），生きがい対策事業（老
人就労斡旋事業，老人クラブ助成事業，
老人社会奉仕団活動助成事業，老人ス
ポーツ普及事業），在宅老人デイサー
ビス事業などが創設された。このよう
にして，1960～70 年代に在宅介護・
施設介護が法制化・体系化されていっ
たが，認知症のケアという視点はなく，
在宅介護や施設介護が困難になれば精
神病院に入院するしか手立てがなかっ
た。こうした状況の下，1980 年に「呆
け老人をかかえる家族の会（現・認知
症の人と家族の会）」が発足した。

老人精神保健対策としての 
認知症の医療とケア
　1982 年の老人保健法によって老人
医療費の一定額負担が導入されると共
に，老人精神保健対策としての認知症

もので，その基盤には人間科学の理が
流れている」とし，認知症高齢者の行
動を「痴呆というハンディキャップを
持ちながらも，その中で彼らなりに，
何とかして一生懸命生きようと努力し
ている姿，あるいはそれができなくて
困惑している姿」ととらえる立場を強
調した。

介護保険制度の導入と 
「痴呆」の呼称変更
　高齢者人口の増加と共に，医療費と
社会的入院は増え続けた。1989 年に
消費税が導入され，同年の高齢者保健
福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）
によって介護資源整備が本格的に進め
られるようになった。しかし，高齢者
人口の増加は予想をはるかに上回るも
のであり，税による財源確保は限界と

族による保護が強制され，手のつけら
れない状態になれば私宅監置，癲狂院
への入院も視野に入れられるようにな
った 1）。当時，西洋医学のさまざまな
用語が日本語に翻訳されたが，De-
mentia については，「痴狂」「瘋癲」「痴
呆」などと翻訳されていた。しかし，
明治末期に呉秀三氏が「精神病ノ名義
ニ就キテ」 2）と題する論文の中で，「癲」
「狂」の文字を避ける観点から「痴呆」
という用語を提唱した。

救貧対策としての 
高齢者福祉
　すでに明治期より，身寄りのない困
窮した老衰者を収容・保護するための
養老院がキリスト教系や仏教系の団体
によって設立されはじめていたが，
1929 年に制定された救護法によって
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され，2000 年に介護保険制度が導入
された。その一方，制度が導入されて
間もなく，「痴呆に対する偏見と無理
解が適切なケアを阻んでいる」といっ
た意見が聞かれるようになった。これ
を受けて，2004 年に「痴呆」という
呼称が「認知症」に改称され，認知症
サポーター養成講座がはじまり，認知
症サポート医養成研修，かかりつけ医
認知症対応力向上研修が始まった。ま
た，2006 年に地域包括支援センター
や地域密着型サービス，2008 年に認
知症疾患医療センターが創設された。
さらに，2001 年に，高齢者痴呆介護
研究・研修センター（現・認知症介護
研究・研修センター）が東京，仙台，
大府に設置され，初代の東京センター
長に就任した長谷川和夫氏の指揮のも
と認知症介護の研究と指導者の育成が
なされるようになった。

地域包括ケアシステムと 
オレンジプラン
　2010 年代に入ると，急速な少子高
齢化，要介護要支援高齢者の増加，単
独・高齢者のみ世帯の増加，認知症高
齢者の増加によって，現行のサービス
提供体制では医療ニーズの高い高齢
者，重度の要介護高齢者，特に単身・
高齢者のみ世帯を地域で支えることが

の設置が求められた。

認知症当事者の人権と 
権利ベースのアプローチ
　21 世紀に入ってから，世界の先進
諸国において認知症国家戦略を策定す
る動きが活発化した。また，2012 年
には世界保健機関（WHO）が，認知
症を公衆衛生上の優先課題とすること
を求める報告書を刊行した。さらに，
2015 年にジュネーブで開催された「認
知症に対する世界的アクションに関す
る第 1回WHO大臣級会合」では，世
界規模で急増する認知症の社会的コス
トの問題について「認知症は世界の脅
威である」というメッセージが発信さ
れた。これは多くの先進諸国の政策担
当者の共通認識でもあり，認知症予防
を公衆衛生対策上の優先課題とする動
きを加速させた。
　一方，その会議の中で，国連で「高
齢者による人権享受に関する独立専門
家」に任命されたRosa Kornfeld-Matte
氏が，「これまでの国際会議や国内会
議において，認知症当事者のニーズや
人権は優先度の低い議題であり続け
た。しかし，認知症と共に生きる人々
は，疾病の進行とともに，孤立，排除，
虐待，暴力に晒されやすくなる」「認
知症は公衆衛生の問題であるが，同時

者は認知症の当事者であり，責務履行
者は国家・地方公共団体・その他のス
テークホルダーということになる。
　2017 年にWHO は「認知症に対す
る公衆衛生上の対応に関するグローバ
ルアクションプラン」を発表したが，
そこには「認知症が予防され，認知症
の本人とケアラーがよく生き，尊厳・
尊重・自立・平等をもって生きる彼ら
の力を充足するのに必要とされるケア
や支援を受ける世界」というビジョン
と，「認知症とともに生きる人々の人
権」という領域横断的理念が掲げられ
ている。また，2019 年にWHO が発
表した認知症予防に関するガイドライ
ンも，そのタイトルは『認知機能低下
および認知症のリスク低減』とされ，
「予防」という言葉の取り扱いに注意
している。こうした動きは，「共生と
予防を車の両輪とする」とした 2019
年の認知症施策推進大綱にも影響を与
えているように思われる。

当事者の声の発信と 
認知症フレンドリー社会
　上記のような動きと並行して，21
世紀の初頭より認知症である当事者の
声が次第に高まりを見せるようになっ
た。Christine  Bryden 氏は，1998 年
に自らの体験をつづった書籍 5）を刊

である藤田和子氏が「認知症になって
からも，希望と尊厳をもって暮らし続
けることができ，よりよく生きていけ
る社会」の創出をめざして活動すると
宣言した。こうした動きは政府に大き
なインパクトを与え，2015 年にはオ
レンジプランにかわって認知症施策推
進総合戦略（新オレンジプラン）が発
表された。このプランの最も重要な特
徴は，認知症当事者の視点の重視が施
策の柱に明記された点にある。このプ
ランの下で，認知症当事者の参画を促
進する「本人ミーティング」が提案さ
れ，2019 年に策定された認知症施策
推進大綱では本人発信支援が政策化さ
れ，「希望大使」が創設された。
　2015 年以降に国際アルツハイマー
病協会は，世界各国の認知症フレンド
リー社会の取り組みを紹介する報告書
を複数刊行している。そこでは，認知
症フレンドリー社会とは，「認知症で
ある本人と介護者が，力づけられ，支
援され，社会に包摂され，その人々の
権利が人々に理解され，その人々がも
つ力が人々に認識されている場であ
り，文化である」と定義されている。
また，その目標を達成するための 4原
則（図 3）が示されている。2015 年以
降のわが国の歩みを振り返ると，確か
にこの 4原則に沿った活動が次第に広
がりを見せているのがわかる。

共生社会の実現を 
めざす時代
　2023 年に制定された認知症基本法
（詳細は 8面を参照）は，そのような
活動の一つの帰結と言えよう。この法
律の特徴を一言で表現するならば，「共
生社会というビジョンを実現するため
に，権利ベースのアプローチを通して，
認知症フレンドリー社会を創り出すこ
とをめざした法律」である。すなわち，
法の第 1条に「共生社会」というビジ
ョンを掲げ，それを実現するために「認
知症施策を総合的かつ計画的に推進す
る」ことが法の目的であると記されて
いる。
　ところで，「地域共生社会」という
用語は近年のわが国の社会保障制度改
革全体のキーワードでもある。この用
語の誕生の背景には，進展する超少子
高齢化とそれによる「社会保障制度の
持続可能性の危機」という現実問題が
あり，認知症基本法でうたわれている
「共生社会」とはやや趣が異なる。し
かし，認知症や障害の有無にかかわら
ず，全ての国民が基本的人権を享有す
る個人として尊重され，相互に支え合
いながら暮らせる社会を，国・地方公
共団体・各種関係機関・国民の分野横
断的な協働によって創り出そうとして
いる点は共通する。「共生社会」とは，
具体的にはどのような社会なのか。ど
のような条件が満たされれば「共生社
会」と言えるのか。私たちは，現実世
界の中でそれが何であるかを探求しな
がら，そのような世界をめざす大航海
時代を生きているのであろう。
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困難となった。日常生活支援や権利擁
護等の介護保険制度外サービスを含む
地域づくりや，高齢者に配慮された住
宅整備の必要性が強調され，地域包括
ケアシステムの構築が国および地方公
共団体の責務とされた。2012 年に策
定された認知症施策推進 5 か年計画
（オレンジプラン）は，認知症の人の
暮らしを支える地域包括ケアシステム
を構築するための基本計画に相当す
る。このプランで提案された認知症ケ
アパスとは，認知症の「気づき」の段
階からエンドオブライフケアの段階に
至るまで安定した地域生活が送れるよ
うに，それぞれのステージに応じて医
療・介護・その他のサービスが統合的
に利用できるようにするための手引き
を意味している。また，その入り口に
は早期診断・早期対応の仕組みとして
の医療・介護連携体制（図 2）とそれ
を強化する認知症初期集中支援チーム

に人権の問題である」と訴えた。同年
にWHOは，世界の認知症施策に権利
ベースのアプローチを取り入れること
を提起している。
　権利ベースのアプローチとは，国連
の開発援助の領域で使用されてきた考
え方である。その特徴は，ニーズが充
足されていないことに注目するばかり
ではなく，ニーズが充足されていない
ことを権利が実現されない状況ととら
え，その構造を徹底的に分析し，権利
保有者と責務履行者の関係にフォーカ
スを当て，権利保有者が権利を行使で
きるように，責務履行者が責務を履行
する能力を発揮できるように，包括的
な戦略を練り，開発援助の計画を進め
る点にある。認知症の場合，権利保有

行。2001 年に国際認知症権利擁護・
支援ネットワーク（DASNI）を発足
させ，同年に世界で初めて認知症の当
事者として国際アルツハイマー病協会
の国際会議で講演した。James  McK-
illop 氏らは，2002 年に認知症の当事
者組織である「スコットランド認知症
ワーキンググループ」を発足させ，当
事者の視点に立った診断後支援を政府
に求めた。Kate  Swaffer 氏は，2014
年に国際認知症同盟（DAI）を発足さ
せ，世界に向けて認知症と共に生きる
人々の人権確保を訴えた。
　わが国においても，2014 年 10 月に
日本初の認知症当事者組織である「日
本認知症本人ワーキンググループ
（JDWG）」が発足し，共同代表の一人

図 2	 認知症に対する医療・介護サービスの統合的な提供システム

図 3	 認知症フレンドリー社会を実現するための4つの基本原則

医療サービス 介護サービス

認知症疾患医療センター運営事業
（2008年～）

認知症サポート医
認知症サポート医養成研修事業　

（2005年～）

かかりつけ医
かかりつけ医認知症対応力向上研修事業

（2006年～）

専門医療

介護サービス
事業所

ケアマネジャー
介護保険制度
（2000年～）

地域包括
支援センター
（2006年～）

・専門医療相談
・鑑別診断
・急性期医療

診断後等支援（2021年～）
・本人／家族への相談支援
・当事者等によるピア活動・交流会

地域連携推進
・情報発信
・教育／研修
・連携協議会

	 2014	 			日本認知症本人ワーキンググループ
（JDWG）発足

	 2014	 	医療介護総合確保推進法の制定，国際認知症
同盟（DAI）発足，認知症サミット日本後継イ
ベント（東京）		

 2015	 	認知症施策推進総合戦略	
（新オレンジプラン）

	 	 	認知症に対する世界的アクションに関する第1
回WHO大臣級会合（ジュネーブ）

	 2017	 	WHO報告書「認知症に対する公衆衛生上の対
応に関するグローバルアクションプラン」

 2019	 	認知症施策推進大綱
	 2021	 	重層的支援体制整備事業
 2023	 	共生社会の実現を推進するための認知

症基本法の制定
	 	 	G7保健大臣会合で認知症施策について討議

（長崎）

JDWG共同代表と
塩崎厚労相（当時）

個別の組織・機関だけではなく，社会全
体を変化させるには，官民連携を含む
領域横断的な協働が必要である。

パートナーシップ Partnership

地域 Community

さまざまな組織・機関において，認知症
フレンドリーなアプローチを確立する必
要がある。

組織・機関 Organization

認知症に関連する偏見や社会的孤立と
闘い，本人のニーズに合った活動やサー
ビスを利用できるようにする必要がある。

人  々People
認知症と共に生きる人 を々尊重し，尊厳を
守り，本人の求めていることを理解するた
めには，当事者の参画が不可欠である。

認知症と社会をめぐる歴史的変遷｜カラー解説
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今日の治療指針　2024年版
私はこう治療している
総編集　福井次矢、高木　誠、小室一成
デスク判：B5　頁2272　定価：22,000円[本体20,000+税10%]
［ISBN978-4-260-05342-6］
ポケット判：B6　頁2272　定価：17,050円[本体15,500+税10%]
［ISBN978-4-260-05343-3］

治療薬マニュアル 2024
監修　矢﨑義雄
編集　北原光夫、上野文昭、越前宏俊
B6　頁2912　定価：5,610円[本体5,100+税10%]
［ISBN978-4-260-05359-4］

Pocket Drugs 2024 
（ポケットドラッグズ2024）
監修　福井次矢
編集　小松康宏、渡邉裕司
A6　頁1248　定価：4,840円[本体4,400+税10%]
［ISBN978-4-260-05278-8］

標準精神医学
（第9版）
監修　尾崎紀夫、三村　將
編集　水野雅文、村井俊哉、明智龍男
B5　頁596　定価：7,480円[本体6,800+税10%]
［ISBN978-4-260-05334-1］

2024年版『系統看護学講座』準拠
解剖生理学ワークブック
編集　坂井建雄、岡田隆夫、宇賀貴紀
B5　頁136　定価：2,200円[本体2,000+税10%]
［ISBN978-4-260-05368-6］

クリスティーン・ブライデン氏と藤田氏　23 年 10 月「認
知症本人発：希望のリレーフォーラム」の前日，「拡大本人ミー
ティング・事前打合せ」にて。

クリスティーン・ブライデン（Christine Bryden）

オーストラリア出身，在住の認
知 症当事 者。1995 年，46 歳
でアルツハイマー型認知症と診
断され，翌年オーストラリア政
府首相内閣省第一次官補を退
職した。認知症になった後も，
最後まで自分自身であり続けた
いと考え，そうした生き方を可能
とする支援体制を整えるよう社
会に訴えている。2004 年に京
都で開催された国際アルツハイ
マー病協会第 20 回国際会議で
の発信は，日本における認知症
当事者運動の嚆矢となった。

MEMO
1

図　認知症基本法の基本理念（第三条）
認知症基本法の中から基本理念を抜粋して示す。認知症の有無によって線引きをしない，同じ国民として共生
できる社会をめざすとの視座が読み取れる。

NPO町田市つながりの開 
理事長

前田 隆行氏

医療法人すずらん会
たろうクリニック 理事長／院長

内田 直樹氏

慶應義塾大学大学院
健康マネジメント研究科 教授／
認知症未来共創ハブ 代表

堀田 聰子氏◉司会

一般社団法人日本認知症本人
ワーキンググループ 代表理事

藤田 和子氏

認知症の人の意向を十
分に尊重しつつ，良質か
つ適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービス
が切れ目なく提供される
こと。

全ての認知症の人が，
基本的人権を享有する
個人として，自らの意思
によって日常生活及び
社会生活を営むことが
できるようにすること。

国民が，共生社会の実現
を推進するために必要な
認知症に関する正しい知
識及び認知症の人に関
する正しい理解を深める
ことができるようにするこ
と。

教育，地域づくり，雇用，
保健，医療，福祉その他
の各関連分野における総
合的な取組として行われ
ること。

認知症の人にとって日常生
活又は社会生活を営む上
で障壁となるものを除去す
ることにより，全ての認知
症の人が，社会の対等な
構成員として，地域におい
て安全にかつ安心して自立
した日常生活を営むことが
できるようにするとともに，
自己に直接関係する事項
に関して意見を表明する機
会及び社会のあらゆる分
野における活動に参画する
機会の確保を通じてその
個性と能力を十分に発揮
することができるようにす
ること。

認知症に関する専門的，学際的又は総合的な研究その他の共
生社会の実現に資する研究等を推進するとともに，認知症及
び軽度の認知機能の障害に係る予防，診断及び治療並びにリ
ハビリテーション及び介護方法，認知症の人が尊厳を保持し
つつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症
の人が他の人 と々支え合いながら共生することができる社会環
境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の
成果を広く国民が享受できる環境を整備すること。

認知症の人に対する支援の
みならず，その家族その他
認知症の人と日常生活にお
いて密接な関係を有する者
（以下「家族等」という。）に
対する支援が適切に行われ
ることにより，認知症の人及
び家族等が地域において安
心して日常生活を営むこと
ができるようにすること。

堀田　2023 年 6 月に制定された「共
生社会の実現を推進するための認知症
基本法」（図）は，認知症の有無にか
かわらず，誰もが基本的人権を有する

「ひと」として対等な関係で，当事者
の参画のもと共生社会実現をめざすこ
とをうたっています。法律の名称にも
ある通り，大きなキーワードとして掲
げられているのが「共生」です。
　本日は，認知症の本人として当事者

団体代表を務める藤田さん，認知症専
門医として訪問診療を行いながら認知
症フレンドリーなまちづくりにも携わ
る内田さん，全国で認知症のある方が
仲間と一緒に地域で暮らす拠点をつく
る前田さんのお三方をお迎えしまし
た。異なる立場からのお話を伺いなが
ら，認知症と共に生きること，共生に
ついての考えを深められればと思いま
す。

「認知症の人は何も 
わからない」わけではない
堀田　認知症当事者として発信を続
け，「認知症の人は何もわからない」
という偏見を打ち破ってきたクリステ
ィーン・ブライデン氏（MEMO1）が，
先日 6 年ぶりに来日しました。藤田さ
ん，久しぶりにクリスティーンに会わ
れていかがでしたか。
藤田　芯が通っていて，認知症と診断
されてから 28 年がたっても変わらな
いと感じました。個人的には，私は診
断を受けてから 16 年ですから，まだ
あと 10 年は頑張れると改めて希望を
持ち直しました。私が代表理事を務め
る日本認知症本人ワーキンググループ

（Japan Dementia Working Group：
JDWG，MEMO2）での活動に関し
ても，その方向性が間違ってはいない
ことを再確認し，自信を深めました。
前田　藤田さんがクリスティーンを知
ったのは，どういう経緯からなのです
か。
藤田　今は看護師をしている長女が高
校生の頃，図書館でクリスティーンの
著作をたまたま見つけて借りてきたの
です。彼女のドキュメンタリー番組を
見たことをきっかけに，興味を持って
いたようです。認知症の義母への介護
の様子を長女も知っていましたから，
認知症になったからといって何一つわ
からなくなったわけではなく，義母も
本当はさまざまなことを考えていたの
かもしれないと家族で話し合いまし

認知症と共により良く生きていく
認知症と聞くと，周囲の環境をほとんど認識でき
ず，日常生活の大部分に介助が必要となった状
態を思い浮かべる人が少なくないだろう。しかし
実際には，認知症になってからすぐにそうした状
態に至るわけではない。できないこと，苦手なこ
とは増えるかもしれないが，周囲の人やテクノロ
ジーのサポートを得ながら，自立した日常生活を
送ることは十分に可能だ。社会の中で認知症の
ある人・ない人が共に生きていくには何が必要
なのか。議論を通じて探った。

（4）　　2024年1月1日（月曜日）	 週刊　医学界新聞 第3547号
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JDWG設立準備会　2014 年 10 月。この日，JDWG が発
足した。

「オレンジ人材バンク」を通じて仕事をする認
知症当事者　認知症フレンドリーセンターでの勤務
の様子。

日本認知症本人ワーキンググループ（JDWG）

認知症フレンドリーシティ

2014 年に発足，17 年に一般
社団法人化した，認知症の本
人が主体となって活動する団体。

「認知症と共に生きる人が，希
望と尊厳を持って暮らし続けるこ
とができ，社会の一員としてさま
ざまな社会領域に参画・活動す
ることを通じて，より良い社会を
作りだしていくこと」を活動目的
にしている。2018 年，厚労省
内で記者会見を行い，「認知症と

bit.ly/3R2zUwV）を表明した。

福岡市では，プロジェクト「福岡 100」
の一つとして，認知症の人やその家族
がいきいきと暮らせる認知症にやさしい
まち「認知症フレンドリーシティ」をめざ
している。産学官民をつなげる「福岡オ
レンジパートナーズ」，認知症の人が働
く仕組みである「オレンジ人材バンク」，

「認知症カフェ」開設の促進，認知症
の人にもやさしいデザインの普及推進
など，多角的な取り組みを行う。
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写真1　「全国版希望大使」に任命された当事
者5人　20 年に行われた任命式にて。左から春原
治子さん，渡邊康平さん，藤田和子さん，柿下秋男
さん，丹野智文さん。

写真2　夫，愛犬と過ごす藤田氏　全国の希
望大使は診断後も自分らしい暮らしを大事にし，そ
の様子を日々 SNS 等で発信する人も増えている。

写真3　『認知症の私から見える社会』書影　
2021 年，講談社刊。丹野智文著。内田氏が勧める
ことの多い書籍。

立しました。
内田　団体設立までの勢いがすごい
……（笑）。
堀田　その後全国の仲間たちとつなが
るようになったのは，何がきっかけで
すか。
藤田　全国の当事者からメールが届く
ようになって，勉強会へ出向くなどた
くさんの人と知り合いました。その中
で「海外のワーキンググループで取り
組まれていることは日本でも実現でき
るはず」との機運が高まり，賛同した
仲間と共に全国規模の組織として JD-
WG を立ち上げた次第です。
前田　当事者として発信を始めるに当
たって，最も変えたいと考えていたの
は何なのでしょう。
藤田　認知症にまつわる問題を，介護
の問題としてではなく，人権の問題と
してとらえてほしいという考えは，最
初から一貫して持ち続けています。人
権の問題であると考えることで，本人
はもちろん，これから認知症になるか
もしれない全ての人にとっての問題と
なります。また，認知症になるのは高
齢者だけではありません。若いうちに
認知症になると，介護は必要ないけれ
ど就労や子育てといった生活に関する
部分でのサポートが必要になるという
人もいます。
内田　認知症になっても自身の生活を
諦めることなく暮らしていけるよう
に，施策が必要ということですね。
藤田　クリスティーンはもちろん，私
や丹野智文（註 1）さんのような「希
望大使」（写真 1，註 2）が人前に出
て発信を続けているのは，認知症にな
って，さまざまな苦労は経験しながら
も日常生活を送る姿を見せることで，
希望がなくなるわけではないと当事者
の人たちに伝えたいからなのです（写
真 2）。

診断を受け入れるためには 
――先輩当事者との出会い

内田　藤田さんが診断された当初，認

知症に関するネガティブな情報に触れ
て気落ちしたとのお話がありました。
認知症外来を担当する中で，若い人が
認知症だと診断され，非常にショック
を受けて，その結果いったん状態が悪
くなるケースをよく見かけます。診断
を受け入れられないのです。私が拠点
を置く福岡市は認知症フレンドリーシ
ティ（MEMO3）をうたっていて，
正しい知識を伝えるために市が作成し
たパンフレットなどの資料をお渡しし
ますし，当事者による書籍（写真 3）
も案内します。同時に，働き続ける選
択肢もあることをお伝えしています。
それでも，その人が持っている「認知
症になったら終わりだ」とのバイアス
を解除するには時間がかかります。
前田　それだけ一般に流布しているイ
メージが悪いのですね。
内田　精神的ショックにより悪化した
状態から回復するのに半年から 1 年が
かかることもざらにあります。周囲の
人に認知症になったことを伝えると，
気を遣って連絡が来なくなったという
方も少なくありません。
　認知症フレンドリーなまちづくりを
推進する上でも，認知症に対するステ
ィグマが大きな障壁となっています。

た。そうした経験があったので，私に
認知症の症状が出始めた頃，長女がい
ち早く察知して早急な受診，若年性ア
ルツハイマー病という診断につながり
ました。
内田　その当時の一般的な受診タイミ
ングからすると，かなり早い段階で認
知症であることに気が付いたのですね。
藤田　そうなんです。その頃は認知症
というと，5 年が経過すればわけがわ
からなくなって，10 年もすると寝た
きりで亡くなってしまう……といった
情報しか出回っていませんでした。当
事者が目にすると悲しくなる情報ばか
り。ですから，診断当初は周囲の人に
迷惑をかけるくらいなら自分はいなく
なったほうが良いのではとの思いが胸
中に渦巻きました。

全てのひとの人権の 
問題として
堀田　しかし，そこから立ち上がった。
藤田　はい。というのも，それどころ
じゃなかったんです。診断当時は
13，18，20 歳の子どもたちを育てて
いる真最中で，仕事に家事に子どもた
ちのサポートにと忙しく，認知症だか
ら何もできないと立ち止まっている暇
はありませんでした。
前田　落ち込んでいる場合じゃなかっ
たんだ。
藤田　自身が認知症であることに関し
ても，包み隠さず周囲の人や仲間に話
をするという小さな闘いを始めまし
た。アルツハイマー病になったけれど，
何ら恥じることもなければ隠すことも
ない，堂々としていることが当たり前
だというスタンスを取ったのです。そ
うするうち，「藤田さんの言っている
ことは正しい」と賛同してくれる人も
出てきました。一人で活動していては
広がりも限られているし世の中から耳
を傾けてもらえないですから，組織と
して発信を行うべきだろうと，診断か
ら 3 年後の 2010 年に「若年性認知症
問題にとりくむ会・クローバー」を設

そのため，医師として正確な情報をも
とに地域住民への啓発活動を行うこと
は重要な役割です。また，認知症への
スティグマは医療関係者の中にもあり
ますから，医療関係者向けに認知症の
専門医として適切な知識を提供する役
割も同じく重要だと感じています。で
きるだけ早期に認知症と診断され，そ
の時点で複数のサービスや支援先を提
案される環境が実現してほしいです。
堀田　まだまだとはいえ，医療機関で
も認知症と診断された人のピアサポー
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内田直樹氏

うちだ・なおき　2003 年琉球大医学部卒。同年福岡
大医学部精神医学教室入局，10 年同教室講師。福
岡大病院医局長，外来医長等を経て，15 年より現職。
認知症専門医。院内には「重度認知症デイケアうみが
め」を併設。在宅医療の領域において精神科医・認
知症専門医が果たす役割が大きいことを実感し，情報
発信を行いながら，認知症と共により良く生きる社会の実
現に向けた活動も行っている。編著に『認知症の人に
寄り添う在宅医療』（クリエイツかもがわ）。

藤田和子氏

ふじた・かずこ　1961 年生まれ，鳥取市在住。看護師
として勤務中の 2007 年，45 歳で若年性アルツハイマー
病と診断される。自身が認知症であることを公表し，10
年から地元の仲間と啓発活動を展開する。11～13 年
鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会委員。
14 年 JDWG 設立に参加し，17 年の法人化以降現職。

「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会議」に構成員
として参画。著書に『認知症になってもだいじょうぶ！――
そんな社会を創っていこうよ』（徳間書店）。

自動車販売店での洗車　モデル車の洗浄作業。1 年半
の交渉の末，任せてくれることに。

NPO町田市つながりの開　DAYS BLG!

メンバー同士だけでなく，地域や社
会とのつながりを提供する「ハブ機
能」を持ったデイサービスとして，町

da 
ysblg-5c9qzc.app/）。2012 年設立。
認知症当事者の「働きたい」「人の
役に立ちたい」「社会とつながりたい」
といった想いを実現するため，ハブ
機能を通じて認知症に対する正しい
理解を促す。当事者とスタッフをい
ずれもメンバーと呼び，介護する側と
される側という線引きのない水平的な
関係性を保っている。

MEMO
4

実です。同じ希望を伝えるにしても，
医療者から伝えるのと当事者から伝え
るのとでは，言葉の重みがまるで違い
ます。何年も前に認知症と診断された
人が 1 人で目の前にやって来て，自身
の体験や今現在の生活について話して
くれることは，診断を受けたばかりの
人にとって大きな希望につながるはず
です。先輩当事者が認知症外来で話を
することが当たり前になれば，状況は
大きく変わるだろうと考えています。

日々 の生活の中の 
困り事に目を向ける
堀田　認知症の診断に関しては，早期
あるいはタイムリーな診断の重要性が
長らく訴えられてきた一方で，常に診
断の質の向上も求められています。認
知症と共に生きていく旅の入口となる
診断が，より良いものになるには何が
必要なのでしょうか。
内田　まずは診断スケールをアップ
デートすることが挙げられます。長谷
川式認知症スケールや MMSE（Mini-
Mental State Examinaton）といった
評価スケールは開発されたのが 1970
年代と古く，ここ最近のテクノロジー
の進歩を取り込めていません。歩行速
度や会話記録などから認知症リスク，
認知機能障害の程度を判断する仕組み
を構築し，活用していけると良いです
ね。
　加えて，評価対象の問題もあります。
上記のスケールはあくまでも認知機能
を評価するものですが，認知症によっ
て生じるさまざまな変化は暮らしの中
にあります。日々の生活の中でどうい
ったところに困難を感じているのかに
目を向ける必要があるのです。そうし
た部分に目が向けられない理由とし
て，一般に認知症に対するイメージが
重度に偏りすぎていることが挙げられ
ます。軽度の認知症の存在を認識する
ことで，生活の中の困り事に目を向け
る姿勢も育まれるのではないでしょう
か。
藤田　重度にならないと認知症とはみ
なさないという考え方は，本当にやめ
ていただきたいと思います。暮らしの
中の障害を考えるに当たっては，人か
ら見てどうかではなく，自分がどう感
じるかが大切です。クリスティーンも
言うように，3 個のボールでジャグリ
ングをできていた人が 1 個のボールで
しかできなくなると問題に気付かれや
すいですが，6 個のボールでできてい
た人のボールが 1 ～ 2 個減っても気付
かれにくい。でも，当人からすると，
それまで難なくできていたことができ
なくなってしまう。これが暮らしの障
害です。軽度であっても病気によって
問題が生じているのは確かなので，医
療者にも認知症としてしっかり向き合
ってもらいたいです。

内田　おっしゃる通りです。生活に目
を向けることは治療を考える際のスタ
ンスにもかかわる話です。薬物療法だ
けではなく，認知症の人の社会とのつ
ながり，役割や目的を持ち続けること
の重要性をとらえてそれを踏まえた対
応をすることは，認知症の進行を遅ら
せることにつながると考えています。

介護サービスを 
利用しながら，仕事をして 
対価を得たい
堀田　社会とのつながりや役割・目的
を持ち続けることは，認知症の進行を
遅らせるためにも重要というお話に関
して，前田さんはまさに，認知症のあ
る方が自身の役割を持ち，周囲とつな
がりながら地域で暮らし続けられるた
めの活動に長年取り組まれています。
活動のきっかけはどこにあったのでし
ょうか。
前田　 デ イ サ ー ビ ス で あ る DAYS 
BLG!（MEMO4）の前身となる「お
りづる工務店」を立ち上げるよりも以
前の話です。見学にいらした 50 代の
若年性認知症の男性から「働きたい」
と言われました。当時の私は，高齢者
のいわゆるレクリエーションであれば
レパートリーを豊富に持っていまし
た。しかし，働くことを希望する人に
提供できる引き出しは持ち合わせてい
なかったのです。それで当時取り掛か
っていた法人所有の古民家の維持・管
理作業の一部をお願いすることにしま
した。けれども，修繕作業や草むしり
が一通り終わるとお願いする仕事がな
く，仕方なくデイサービスで焼き芋を
するための薪を半分に切る仕事をお願
いしました。すでに 30　cm ほどに切
られた薪をさらに半分にするという，
必要のない仕事です。「こんなことす
る必要がないだろう」と怒られました。
藤田　それは怒りますね。
前田　似たような失敗はもう 1 つあっ
て，仕事への対価がほしいという要望

に対して，ご家族にあらかじめ用意し
てもらったお金を謝礼として渡したこ
とがあります。本人は喜んでいました
が，だましているし，ご家族を共犯に
してしまっている。これは違うと気が
付いて，本人に謝罪の上，対価を伴う
仕事を探しに行こうと伝えました。
内田　認知症があっても意味のある仕
事，対価の発生する仕事をしたい。そ
んなの当たり前ですよね。
前田　そうなんです。それで，近隣で
請け負える仕事はないかと探していた
ところ，町田市内の保育園 6 か所との
つながりができました。砂場を掘り起
こして柔らかくして消毒液をかけた
り，子どもたちが寝ている間に床のワ
ックス掛けをしたり下駄箱の砂をかき
出したり，用務員が担う仕事を有償で
請け負うことができたのです（写真
4）。ようやく仕事が見つかったと安
堵していたところ，今度は上司からそ
んなことは許容できないと言われまし
た。
藤田　どうしてですか。
前田　介護保険サービスを利用しなが
ら働いて金銭を得るのは問題があるの
ではと指摘されたのです。働けるなら
ばデイサービスを利用しなくていいの
ではないかと。障害福祉サービスを受
けながら働いている人もいますから，
なぜ介護保険ではダメなのかに納得が
いかず町田市に相談に行きましたが，
管轄ではないとのことでした。
　東京都の担当を紹介してもらって足
を運びましたがそこでも管轄外だと言
われ，厚労省へと出向きました。結局，
認知症の本人たちと共に厚労省に相談
に行っては却下されて帰って来るとい
うことを，5 年間繰り返すこととなっ
たのです。
内田　5 年間！　長かったですね。
前田　当時老健局長だった宮島俊彦さ
んが現場を見に来て，砂場の掘り起こ
しや草むしりを利用者さんたちと一緒
にしてくださったことをきっかけに動
きが大きく加速して，最終的に 2011

トの場を設けたり，他の当事者との出
会いにつなげたりといった動きが出て
きているかと思います。この十数年間
の変化についてどう受け止めています
か。
内田　当事者の集まりなどの場は増え
ているのですが，それ以上に認知症と
診断される人の数が増えています。当
事者同士でコミュニケーションを取る
場にアクセスできていない人が多数派
なのではと考えています。
　一方で，先輩当事者の存在には，医
師としてかなり助けられているのも事
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健康で長く生きるためのストラテジー｜座談会

前田隆行氏

まえだ・たかゆき　1997 年カンタベリー大卒。在学中の
体験から福祉職に関心を持つ。2011 年アルファ医療福
祉専門学校卒。精神保健福祉士。老年精神科ソーシ
ャルワーカー，在宅介護支援センター，第三セクターの E
型デイサービス管理者を経て，12 年「DAYS BLG!」
を立ち上げ。地域・社会・仲間とのつながりを大切にした，
新しい認知症共創コミュニティをめざす。働くことを通じた
仲間作りや居場所作りをベースに，認知症・要介護にな
ると失ってしまいがちな当たり前のコミュニケーションを取り
戻す活動が軸にある。

堀田聰子氏

ほった・さとこ　1999 年京大法学部卒。東大社会科
学研究所特任准教授，蘭ユトレヒト大訪問教授等を経
て，2017 年より現職。博士（国際公共政策）。認知症
のある方の思い・体験と知恵を中心に，本人，家族や支
援者，医療介護関係者，企業，自治体，研究者，デザイ
ナー等が協働し，共に生きる未来をめざす活動体「認
知症未来共創ハブ」代表を務め，筧裕介著『認知症
世界の歩き方』（ライツ社）を監修。共監訳に『コンパッ
ション都市――公衆衛生と終末期ケアの融合』（慶應
義塾大学出版会）。

写真5　シェアハウスの外観と内装　DAYS BLG! が入居する建物の 2
階がシェアハウスになっている。

写真4　保育園での仕事　砂場を掘り起こす作
業の様子。

（平成 23）年に事務連絡 1）が出ました。
介護保険サービスを利用しながら賃労
働してもいいという内容です。それを
受け，ずっと待ってくれていた当事者
の方たちが「やっとか」と集まってき
て，DAYS BLG! での活動につながり
ます。
堀田　それから 10 年以上がたって，

「まだまだやれる」「地域の役に立つこ
とがしたい」という認知症のある方の
声を受けて，「はたらく」を通じて当
たり前を取り戻す取り組みもずいぶん
広がってきました（註 3）。

暮らしを続けることで 
地域が変わっていく
堀田　前田さんは日中の拠点だけでな
く，認知症のある方が共に暮らすシェ
アハウス（写真 5）も始められました
ね。どうしてシェアハウスなのですか。
前田　施設・病院に入る手前の段階
で，地域で暮らす選択肢を広げたいと
考えたためです。認知症になっても工
夫次第で一人暮らしを続けることは可
能です。例えば燃えるゴミの日にゴミ
を出しに行くと，燃えないゴミの袋ば

かりが置いてある。今日は燃えないゴ
ミの日だと気付いて，別の日に燃える
ゴミを出そうとするけれど，その日は
収集日ではなかった。そうこうするう
ちに，自宅にゴミ袋が溜まってしまう。
そうした事例でも，スマートフォンア
プリで燃えるゴミの日に通知が来るよ
うに設定したり，地域の人が声掛けを
したりすることで問題が解決すれば，
暮らしを継続できます。そのように暮
らしを補助する一手段としてシェアハ
ウスを構想しました。
内田　実際にシェアハウスを運営して
みての，地域の人たちの反応はどのよ
うなものだったのでしょう。
前田　当初は反対の声が強かったで
す。デイサービスだけを提供している
間は良好な関係を築けていたのです
が，いざ認知症のある人が地域に住む
となると抵抗感が大きかったようです。
藤田　状況は変わったのですか。
前田　小さなことをきっかけに，変わ
っていきました。地域の人が怒鳴り込
んできた際，住人の女性の 1 人が飼っ
ている犬を抱えて玄関口までやって来
て，「私，ここで暮らしてます」と言
ったのです。怒鳴り声が聞こえたので，
自分のことかしらと部屋を出てきたわ
けですね。認知症の症状として幻視が
ある方で，見えないものが見えて生活
を送る上で困ることもあるけれど，地
域の皆さんとも協力しながらここで暮
らしていきたいと思っていると，ご自
身の言葉で伝えました。そうすると地
域の人もはっと気が付いて，女性が犬
を抱えているから「ワンちゃんのお散
歩をする時は声を掛けて」といった世
間話をいくらか交わして，それ以来地
域の人たちも徐々にシェアハウスの住
人を気に掛けてくださるようになって
いきました。直に接することで，認知
症に対して抱いていた偏見が取り去ら

れたのでしょうね。
堀田　お散歩と言えば，以前 DAYS 
BLG! のメンバーさんが，迷子になっ
てしまうことがあるから，日課のお散
歩のときには帰巣本能がある犬につい
ていくんだと話されていたのを思い出
しました。そのメンバーさんが，「で
も近所の人に会った時に名前がわから
なくて……」と言ったら，他のメンバー
さんが，「『こんにちは。〇〇さん』っ
て言わなきゃいいんだよ。あなたが誰
だか忘れていても，相手が顔見知りと
わかって挨拶してくれるんだから」と
笑い飛ばしているのも印象的でした。
認知症のある方と共に過ごし，お話を
伺ってみると，今のご自身に何ができ
て，何が苦手になってきたかを認識し
て，折り合いをつけながらうまく生活
を続けていく知恵をそれぞれが編み出
しておられることに，いつも驚かされ
ます（註 4）。
内田　視点や考え方を変えて困り事を
解決することで，暮らしを続けていく
ための小さな自信を積み上げられると
良いですね。
藤田　丹野さんがよく「奪わないで」
とおっしゃいます。認知症になったか
ら危ないだろう，できないだろうと選
択肢を奪われることがありますが，今
できていることを日常的に行わなくな
ると，そのうち本当にできなくなって
しまうのです。できていることをやり
続ける重要性を知ってほしいし，その
ようなサポートを当事者の周囲の人た
ちにはお願いしたいです。医療者の方
にもそうした視点から患者・家族にア
ドバイスをしてもらえるとうれしく思
います。

＊
堀田　認知症は認知機能の低下によっ
て日常生活・社会生活に支障を来すよ
うになった状態のこと。つまり社会と
個人の間に生まれる「状態」で，社会
が追い付いていないことによって認知
症のある方々の苦労が生まれていま
す。JDWG の「認知症とともに生き
る希望宣言」は，「認知症とともに生
きている経験や工夫を活かし，暮らし
やすいわがまちを，一緒につくってい
きます」と締めくくられています。本
人と共に，安心して認知症になれる地
域，そして誰もが尊重され，諦めなく
てよい社会をめざす動きがさらに広が
っていくことを願っています。本日は
どうもありがとうございました。 （了）

註 1：2013 年，39 歳で認知症と診断された当
事者。15 年，悩み相談に認知症当事者が対応す
る「おれんじドア」を仙台市にて開設。「全国版
希望大使」の 1人。
註 2：厚労省は，認知症当事者からの発信の機会
が増えるよう，5人の当事者を「全国版希望大使」
として任命した。また，全国の各地域で暮らす当
事者と共に普及啓発を進める体制を整備し，発信
の機会拡大を目的として，都道府県ごとに「地域
版希望大使」を設置することをめざしている。
註 3：2011 年の事務連絡の後，全国各地の事例
の収集，手引きの作成や取り組みによる効果の検

討が進み，若年性認知症のある人に限らず，広く
介護サービス利用者の社会参加活動等に関する
18（平成 30）年の事務連絡につながった。「認
知症施策関連ガイドライン（手引き等），取組事例」

註 4：「認知症当事者ナレッジライブラリー」

づいて，喜びや実現したいこと，日常生活の困り
事や苦労とその背景，それらと付き合う暮らしの
知恵をまとめて紹介している。

参考文献・URL
1）厚労省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策
推進室．若年性認知症施策の推進について．2011．
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を乗り越えたと言えるのではないだろうか。法律の
名称は「共生社会の実現を推進するための認知症基
本法」とされ，第一条（目的）では，共生社会を「認
知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を
十分に発揮し，相互に人格と個性を尊重しつつ支え
合いながら共生する活力ある社会」と定義付けた。
2019年に政府が策定した認知症施策推進大綱では，
「共生」の定義として「認知症の人が，尊厳と希望
を持って認知症とともに生きる，また，認知症があ
ってもなくても同じ社会でともに生きる」とされて
いた。両者を比較すると，今回の認知症基本法は，
認知症の有無によって線引きをしない，同じ国民と
してどのような社会を作るのか，というこれまでに
ない視座に立って作られたことがわかる。そうした
枠組みの中で，行政や医療・介護・福祉，さらには
生活にかかわる公共交通機関やさまざまなサービス
業等，認知症の本人や家族にかかわるあらゆる物事
が進められることとなる。
　「当事者参画」も重要な視点とされている。第三
条（基本理念）の第三項では「自己に直接関係する
事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆ
る分野における活動に参画する機会の確保」が明記
され，社会づくり（第十六条第一項）や研究開発（第
二十条第三項），政策形成（第三十四条第二項）へ
の参画が位置付けられた。さらには「全ての認知症
の人が，基本的人権を享有する個人として，自らの
意思によって日常生活及び社会生活を営むことがで
きるようにすること」（第三条第一項）と，いわゆ
る「権利モデル」の姿勢が明確化された。この部分
は，これまでも必要とされてきた社会モデルから一
歩踏み込んだ政治化がなされ，個人のニーズの充足
ではなく社会構造の変化をめざし，その手段として
の市民権の希求を明確にしたものであると理解する
ことができよう。
　またこうした意識は，基本的施策への言及など細
部からも読み取れる。これまでも度々議論を呼んで
きた「認知症予防」に関する条文（第二十一条）で
は，「希望する者が科学的知見に基づく適切な認知
症及び軽度の認知機能の障害の予防に取り組むこと
ができるよう」と記された。得てしてパターナリズ
ムに陥りがちな予防・健康増進施策において，一人
ひとりの市民を意思決定の主体とする書きぶりがな
されたことは，同様に疾病対策や健康増進をめざす
他の法律と比較しても画期的である。

自らの手で社会を変えていく
　認知症基本法の制定によって，直ちに社会が変わ
るわけではないことは自明であろう。社会を変える
ための理論的基盤ができたにすぎない。今後，認知
症基本法に掲げた「共生社会」を実現するには，地
域社会からのボトムアップによる積み重ねが必要不
可欠だ。そのカギを握るのが，都道府県・市町村レ
ベルでの取り組みである。
　筆者は 2021 年に自治体の認知症条例について比
較調査 1, 2）を実施した。条例制定プロセスにおける
認知症の人や家族等の参画の在り方は，自治体によ
って大きく異なっていた。認知症基本法では都道府
県や市町村の計画策定は努力義務としての位置付け
であるが，実際にはほとんどの自治体で策定される
と想定される。改めて，各自治体の計画策定プロセ
スに大いに注目をしたい。各地の当事者が策定プロ
セスに参画し，課題を洗い出す。そうして「わがま
ちの認知症計画」が作られることが期待される。一
方で，こうした政策形成過程への当事者参画の取り
組みが，行政の努力任せになることがないよう，関
係するステークホルダーも積極的にその人選や参画
方法に対して意見を出し，決して形だけの参画にな
ることのないよう，努力することが求められる。
　近代民主主義の理論的基礎である社会契約説は，
私たち市民が社会を作ったのであり，その社会は私
たち市民が変えられると説く。認知症基本法という
「道具」を手に入れた私たちは，「共生社会」に向け
て自らの手で社会を変えなくてはならない。

参考文献・URL
1）日本医療政策機構．住民主体の認知症政策を実現する認知症条例
へ向けて．2021．

2）栗田駿一郎．認知症条例の意義と先進自治体の動向．実践自治
Beacon Authority．2021；88：19-25．

　2023 年 6 月 14 日，参議院本会議において「共生
社会の実現を推進するための認知症基本法案」（以
下，認知症基本法）は起立採決され，全会一致をも
って「可決・成立」となった。私も仕事の傍ら，参
議院のインターネット中継を通じて，その瞬間を見
守っていた。関係者間での議論が始まって，足かけ
8年。晴れて，一つの区切りを迎えた。

認知症基本法ができるまで
　国会での議論は，古屋範子衆議院議員（公明党）が，
2015 年 3 月 12 日の衆議院予算委員会において，安
倍晋三首相（当時）に対し「府省を横断した認知症
のための基本法をつくるべきではないか」と質問し
たことに始まる（表）。その後，各党で認知症基本
法案の構想が練られ始めたほか，18 年には国会内
で超党派の議員勉強会も始まった。翌年には政府に
よる認知症施策推進大綱と時を同じくして，認知症
基本法案（旧）が自民党・公明党の有志議員による
議員立法として提出された。しかし議論は進まず，
21 年に廃案となった。一方で，同年には超党派議
員による「共生社会の実現に向けた認知症施策推進
議員連盟」が発足。22 年の参議院選挙以降，本格
的に議論が進められ，認知症の本人，家族等のケア
ラー，研究者，医療介護関係者などのヒアリングを
通じて法案の取りまとめが行われた。23 年 5 月に
議連総会において了承され，超党派の合意による議
員立法として国会へ提出，今回の成立に至った。
　法律は三十七の条文および附則から構成される。
冒頭では法律の目的や定義，基本理念を掲げ（4面
の図を参照），国や地方公共団体，事業者や国民の
責務を規定する。さらには，国および都道府県・市
町村が策定する計画について明記されている。そし
て，12 の基本的施策が列挙されている。そして内
閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部や，
認知症の人や家族も参画する認知症施策推進関係者
会議の詳細が記載されている。

認知症基本法が 
認知症政策にもたらす意義
　「基本法」と名の付く法律はこれまでも多く制定
されており，その数は現在 50 を超える。基本法に
明確な要件はなく，これまでの研究ではいくつかの
類型が示されてきたが，総じて「特定の政策分野の
方向性を示す役割を持つもの」と理解されている。
保健医療分野では，がん対策基本法を筆頭に，脳卒
中・循環器病対策基本法，肝炎対策基本法，アレル
ギー疾患対策基本法などがあり，隣接する社会福祉
分野でも障害者基本法を筆頭に複数の基本法があ
る。特に平成期以降は，議員立法による基本法の制
定が顕著になっている。これは，この時期の政治・
行政改革が，官僚主導を脱し政治主導を志向する流
れの中に位置付けることができよう。つまり議員立
法による基本法には，政府の現行政策の承認ではな
く，将来に向けた政策の展開を規定するような内容
が求められるのである。その点において今回の認知
症基本法は，これまでの認知症政策を踏襲しない，
新たな政策的規範・価値の定義付けを行ったという
点で，議員立法による基本法として意義があったと
言える。
　これまでの認知症政策は，医学モデルと社会モデ
ルの揺らぎの中を歩んできた歴史がある。戦後，認
知症の人たちは，公的医療保険制度や医療提供体制
の整備に伴って医療の対象として長らく位置付けら
れてきたが，介護保険制度の整備と共に彼らの生活
者としての側面が注目されるようになった。それ以
降においても，医学の進歩によって完治をめざし，
さらには予防を可能にしようとする試みと，認知症
になっても安心できる社会づくりをめざす試みの狭
間で揺らぎ続けてきた。
　今回の認知症基本法は，これまでの揺らぎ・相克

くりた・しゅんいちろう　早大政治
経済学部政治学科卒。東京海上日
動火災保険株式会社を経て，日本
医療政策機構に参画。祖母の認知
症発症をきっかけに，認知症政策を
主たる研究テーマとする。早大大学
院政治学研究科専門職学位課程
修了。東京都立大大学院人文科
学研究科社会福祉学教室博士後
期課程在学中。現在，東海大健康
学部非常勤講師。専門は公共政
策学（政策過程論・社会政策）。

日本医療政策機構 シニアマネージャー

栗田 駿一郎認知症基本法の意義と 
今後への期待

表　認知症基本法成立に至るまでの出来事

2015年  3月 衆議院予算委員会で古屋範子議員が認知症基本法の制定を求める質問

2018年  2月 「認知症国会勉強会」が超党派で開始

 9月 公明党が独自の認知症基本法案をまとめる

2019年  6月 認知症施策推進大綱が閣議決定　自民党・公明党により「認知症基本法案（旧）」が提出

2020年  2月 「認知症基本法について考える院内集会」が開催

2021年  6月 超党派議連「共生社会の実現に向けた認知症施策推進議員連盟」が発足

10月 衆議院解散に伴い，認知症基本法案（旧）が廃案

2022年  8月 参議院選挙後に議連にて認知症基本法案作成に向けた議論が開始

12月 議連において法律骨子案が提示

2023年  5月 議連において最終的な法律案が提示，承認

 6月7日 国会提出

 6月8日 衆議院にて可決

 6月14日 参議院にて可決・成立

 6月21日 法成立を受け，岸田首相が「国家的プロジェクト」の対応を示唆

 9月 法施行に先立ち，政府が「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会議」を開催

（8）　　2024年1月1日（月曜日）	 週刊　医学界新聞 第3547号

新年号特集｜認知症と共に生きる



❶傾聴：ご本人の発言にじっくり丁寧に耳を傾ける
❷観察：生活環境や具体的な行動を観察する
❸知識：�現在までの人生歴（仕事，家庭環境，趣味，

居住地等）や認知機能の障害に関する知識
を得る

　こうした推理の糸口をもとに，名探偵のように，
ご本人の言動の背景にどんなことが起きているのだ
ろう？と推理して，自分なりの仮説を立ててみまし
ょう。その仮説を頭に置きながら，再度，声に耳を
傾け，現場を観察し，人生歴を振り返り，推理を深
めて仮説をブラッシュアップしていきます。こうし
た糸口の発見と推理の往復運動を繰り返し行うこと
で，ご本人の思いや抱えている課題を深く理解でき
るようになります。
　今回はこのケーススタディの情報（傾聴＋観察）
に加えて，認知症のある方が抱える認知機能に関す
る以下の 8つの認知機能障害をヒントに，推理をし
てみてください。

　では，陽水さんの身に起こった認知機能のトラブ
ルの可能性として考えられる推理を3つ紹介します。

	 推理1	 トイレを見つけられなかったのでは？
　扉の向こう側にトイレがあることをイメージでき
ず，見つけられなかった可能性があります（5）。視
界が狭くなる（1），空間の奥行きを認識できないこ
とが原因の可能性もあります（2）。トイレマークが
扉に貼ってあったとしても，理解できないという言
語のトラブルの可能性もあります（6）。

	 推理 2	 急激な尿意・便意に襲われたのでは？
　われわれは「トイレに行きたいな「まだ我慢でき
る」と無意識に感じ，排泄する時間を判断していま
す。認知症に伴い，繊細な尿意・便意を感じとれず，
我慢できないほどの強い尿意・便意を突然感じ，間
に合わなかったのかもしれません（3）。

	 推理 3	 便座にうまく座れなかったのでは？
　「便器にちゃんと座る」という一見簡単そうに見
えることができなくなった可能性があります。空間
の奥行きの把握が難しい（2）。形や大きさ・色の識
別が難しい（4,8）。対象物との距離を把握できない
（7）。その結果，便器との距離や形状を認識できず，
正しい位置にお尻を乗せられなかった可能性があり
ます。

デザインアイデアを発想する
　このトラブルを解消するために考えられるデザイ
ンのアイデアを検討しましょう。その際に，次の 6
つをヒントとして使ってみてください。

「本人の気持ち」が無視されている
　デザインとは，人の認知機能に働きかけるもので
す。人がモノや情報・サービスを五感でとらえ，思
考・判断・記憶し，何らかの行動をする。この一連
のプロセスを支援し，生活をより良くするための行
為がデザインです。
　認知症による認知機能の低下に伴い，人はトイレ
の場所がわからなくなったり，家電を使えなくなっ
たり，道に迷ってしまったりと，さまざまな生活の
問題を抱えます。これは，その人の生活の中にある
商品・サービス・空間などのデザインに問題がある
ととらえることもできます。現実問題として，今の
世の中には，人の認知機能を惑わせ，混乱させるデ
ザインが溢れています。
　認知症のある人は，どのような問題を抱え，いつ・
どんな状況で生活のしづらさを感じているのか。そ
れを理解することは，デザインの観点から認知症を
とらえるために欠かせません。しかし，現在の認知
症をめぐる問題は，「本人が置いてけぼりにされて
いる」のが実情です。認知症に関連した書籍の多く
は，介護している家族向けに，どうしたらちゃんと
寝てくれるか，食事をとってくれるか，暴れずに過
ごしてくれるかなど，介護の負担を軽減する対処法
を解説したものや，医療・介護従事者向けの専門的
な内容です。認知症の本人はどういう状況にあって，
何に困っているのか，と本人が主語となって語られ
るテキストは極めて少ないです。認知症のある方の
「本人の視点」でのアプローチがなく，本人がどう
したいのかが無視されています。
　認知症は，「認知機能が働きにくくなったために
生活上の問題が生じ，暮らしづらくなっている状態」
を指します。認知機能とは，「ある対象を目・耳・
鼻・舌・肌などの感覚器官でとらえ，それが何であ
るかを理解したり，思考・判断したり，計算や言語
化したり，記憶にとどめたりする働き」のことです。
こうした認知機能の低下を補うために自宅・施設・
公共空間などの生活環境を改善するのは，筆者らデ
ザイナーの仕事であると同時に，読者の皆さんのよ
うな医療や介護の専門職，そして認知症のある方の
ご家族，さらには認知症のある方ご本人の誰もがで
きることです。

認知機能障害を推理する
　まずは以下のケースをお読みください。

80 歳男性，陽水さん
郊外の団地で一人暮らし
妻とは 5年前に死別
近所に娘が在住
毎晩，21時には布団に入る陽水さん。最近，就
寝中に毎日のようにトイレに行きたくなり，深夜
に目を覚ましてしまうようです。バタバタと起き
上がり，家の中を慌てて駆け回ります。近所に住
む娘さんが訪問すると，トイレに入るのが間に合
わず漏らしてしまったり，違う場所で用を足して
しまったり，失敗してしまった形跡が……。深夜
に限らず，日中でも失敗することが増えてきました。

　この状況を改善するためのデザインに欠かせない
のが，本人が抱える認知機能障害を理解するための
“推理”です。認知機能のトラブルを推理する際には，
アブダクションと呼ばれる「ある前提となる事実か
ら，その事実を説明づける仮説を結論として導く論
法」が効果的です。シャーロック・ホームズなどの
名探偵の推理と同様の手法です。
　認知症のある方の言動の背景を推理するヒントは
次の 3つから得られます。

　例えば，以下のような改善策が考えられます。

	 アイデア1	 便器・便座のデザインを改める
　便器・便座のデザインを改めることで解決できる
可能性があります（2）。イギリスで実際に認知症の
ある方向けに取り入れられている公共トイレは便座
とフタの色を赤にすることで，周囲の壁や床，便器
全体から目立ちやすくなっています。わかりやすい
色の便座カバーで解決できる場合があります。

	 アイデア2	 トイレを示すサインを改める
　トイレを示すサインを，扉や導線につけることも
一つの解決策です（1）。「トイレ」「お手洗い」など
の言語を理解するのが難しい方，マークを理解する
のが難しい方，一人ひとりの症状によって困難なこ
とが異なるため，本人の症状に応じたわかりやすい
サインを作りましょう。トイレを示すサインのデザ
インのポイントは以下の 3つです。

❶360度どの方向からでも視認できるサインにする
❷大きく，視認性が高いサインにする
❸小柄な方でも目に入りやすい高さに設置する

	 アイデア3	 アラームや排便予測ツールを活用する
　スマートフォンで定期的にトイレへ行くことを促
すアラームをかけるのも一つの手です（5）。ただし，
アラームの設定や機器の装着は，事前に本人に相談
し，本人の意思を尊重しましょう。

　認知症に伴い生じる生活上の問題は，生活環境を
改善するデザインにより解決できる場合が多くあり
ます。目の前にある困難に対処するための一手法と
して，ぜひデザインの考え方を積極的に活用してみ
てください。

参考文献・URL
1）筧裕介．認知症世界の歩き方　実践編――対話とデザインがあなた
の生活を変える．issue＋design；2023．
2）issue＋design，他．認知症世界の歩き方公式ウェブサイト．2021．

かけい・ゆうすけ　一橋大社会学
部卒業後，株式会社博報堂に入社。
コマーシャルや広告デザインなど商業
デザインに従事する。2008 年 NPO
法人 issue＋designを設立。携わ
った代表的なプロジェクトに，東日本
大震災のボランティアを支援する「で
きますゼッケン」などがある。17年より
認知症未来共創ハブのメンバーとし
て認知症の人が暮らしやすい社会
づくりの活動に取り組む。『認知症世
界の歩き方』（ライツ社）など著書多
数。東大大学院工学系研究科修
了。博士（工学）。

NPO法人 issue＋design 代表

筧 裕介認知症のために 
デザインは何が可能か

1
視界の範囲が
限定される・
狭くなる

2
モノや空間の
奥行きの存在
を認識できない

3

体性感覚が
鈍感になる

4
形や大きさを
正しく認識
できない

5
目に見えない
ものを頭の中で
想像できない

6
使い慣れた
日常単語・
漢字・記号を
想起できない

7
対象物との
距離を正確に
把握できない

8
細かい色の
差異を識別
できない

1 2 3

4 5 6

表現，場所，大きさに
工夫を

サイン
認知機能にやさしい

デザイン

商品デザイン

スマホ

一人ではなく，
ともにやろう

いっしょに

止めよう，避けよう
ストップ

便利な機能を
使ってみよう

扉を無くそう，
開けよう

オープン！
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　新医師臨床研修制度が必修化されて
からはや 20年が経った。発足当初は，
それまでの卒後の医師臨床研修が大学
の医局を中心に行われていたことか
ら，大学側の反発が強く困難もあった。
しかし今は，大きな支障もなく制度が
定着している。
　そもそも医師の卒後臨床研修は，イ
ンターン制度として 1946年に始まっ
たが，学園紛争により 1968年に中止
されて努力義務となり，その後もカリ
キュラムなどを制度化することもな
く，大学がそれぞれ独自のプログラム
により卒後 1年間の研修を行ってき
た。しかし，1999年の患者取り違え
事件をはじめとする重大な医療事故を
契機として，医療に対する国民の安全
意識が高まり，医師に対しても視線が
厳しくなった。それに応えて，総合的
な診療能力を習得するための医師の卒
後臨床研修制度が必修化されることと
なった。厚労省の下で制度設計を検討
する委員会が設置され，私がその座長
を務めるところとなった。そして
2004年度に新たな医師臨床研修制度
が発足した。くしくもこの年は，国立
大学および国立病院が独立行政法人化
されるなど，大きな改革が実施された
年でもあった。
　新医師臨床研修制度では，それまで
は医師が将来めざす専門領域に偏りが
ちであった研修カリキュラムを，医療
安全確保の視点から総合診療能力の向

上をめざしたカリキュラムに変更し，
研修期間を2年間とした。研修内容も，
内科 6か月，外科と救急をそれぞれ 3
か月，産婦人科，精神科，および小児
科をそれぞれ 1か月の必修とし，残り
の 9か月を自由選択とした。また，研
修の到達目標も設定した。特に，医師
としての資質を涵養するとともに，研
修に専念するために有給にしたこと，
研修を卒業した大学にとどまらず，研
修病院の提供する研修プログラムに自
由に応募できるようにした制度設計が
注目された。
　新しい研修制度の下，多くの研修医
が研修先を大学から市中病院へと変更
することとなった。その影響を大きく
受けた大学からの要望もあって，診療
科ごとの研修期間の変更が行われた。
また，プライマリ・ケアを重視して，
地域医療が新たに必修科目として追加
されるところとなった。一方では，医
師の診療科および地域における偏在が
指摘され，特に地域偏在に対しての是
正が社会的な課題となっていること
も，臨床研修制度に大きな影響を与え
ている。
　さらに，2014年に日本専門医機構
が設立され，新たな専門医制度が発足
したことから，臨床研修制度も影響を
受けるところとなった。本来の趣旨で
ある「患者に寄り添う良き診療医を育
成する」ことをめざし，今後も真摯に
取り組んでいただければと念じている。

新医師臨床研修制度の 
20年を振り返って
矢﨑 義雄
東京医科大学 理事長

　「看護師等の確保を促進するための
措置に関する基本的な指針」が，30
年を経て昨年初めて改定されました。
生産年齢人口全体の縮小，地域や養成
校における入学者の減少や需給バラン
スの変化，新興感染症等への対応，専
門性の高い看護師の養成，訪問看護ス
テーションで働く看護職の養成とサ
ポートにも触れています。また，魅力
的な職業として生涯キャリアを発展さ
せることのできる，学ぶ場と職場の環
境を整備することについても詳細に記
載されています。地域や職場の特徴に
よって，人材確保を巡る状況には大き
な差が生じています。多様な立場から
合意できる着地ポイントをともに探し
てくださった，関係の皆さまに心より
感謝申し上げます。
　看護は他者に関心を寄せ，気持ちを
想像して寄り添うことが求められる仕
事です。もちろん科学的な思考や実践
の根拠に自覚的な態度と技術も求めら
れます。コロナ禍を経て，離職者の増
加が現場を悩ませています。感情を動
かされながらの仕事では，同僚との気
持ちの共有を大切にしてきましたが，
職場内のコミュニケーションには相変
わらず自制が求められています。「エ
モい」「ヤバい」を職場の仲間と共有

したいという願いに応えられる場は減
少し，人間関係がつらいことも一因と
思います。
　看護師といえば，心身の丈夫さを強
調するイメージが通用した時代があり
ました。養成のプロセスや試験，そし
て職場でも，適応に時間がかかる人は
門前払いするかのような試練を経験し
た人もいると思います。現在の人口縮
小社会で価値を転換して人材を育てる
ことができなければ，看護は間違いな
く持続不能なサービスになることでし
ょう。企業の採用でも，動機づけの強
い人だけを選び出そうとする活動は過
去のものとなり，関心をもつ人材を採
用過程でも育む視点でかかわることが
求められています。
　看護師は小学生女子のなりたい職業
ランキングでは，今日まで変わらず上
位にあります。昨年の指針改定部会で
は，多様な立場を代表する委員の皆さ
まから，看護という仕事の尊重に基づ
いたご意見を頂戴しました。人にやさ
しくしたいと憧れる小学生時代の夢を
損なわず，社会で育むことができたら
と願います。学校も，職場も変わらな
ければなりません。本年が，人と人と
のかかわりにやさしい，明るい年とな
りますように。

看護する人を社会で育む時代へ

萱間 真美
厚生労働省医道審議会保健師助産師看護師分科会 会長／
国立看護大学校 校長

新春随想
2024年

　集中治療医学は，全身管理を臓器横
断的なアプローチで行う専門性の高い
学問です。日本集中治療医学会は，
1999年に日本医学会 93番目の分科会
として認定された，まだまだ歴史の浅
い学会ですが，本年 2月 9日に創立
50周年の節目を迎えます。発足時は
301人であった会員は，現在 1万 1000
人を超えています。私は COVID-19パ
ンデミック襲来により社会が混乱の渦
に巻き込まれる中，2020年 3月 5日
に第 5代理事長に着任し，社会的使命
の重要性と危機感を持って活動してま
いりました。
　集中治療は，1950年代にポリオの
大流行があったヨーロッパで麻酔科医
Ibsenが人工呼吸管理の必要な患者を
一か所に集め，専属のスタッフにより
陽圧式人工呼吸管理を試み好成績を収
めたことが，そのルーツの一つとされ
ています。折しも，COVID-19パンデ
ミックにより，わが国でも集中治療の
重要性が認識されることとなり，
ECMOなどの最先端の管理を多くの
国民が耳にすることとなりました。ま
た，わが国の集中治療のレベルの高さ
とともに，医療提供体制の面からはそ
の脆弱性も明らかになりました。
　日本集中治療医学会では，学会を挙
げて，「レジリエンスの高い集中治療
医療提供体制の充実」の実現に向けた
さまざまな活動を精力的に行ってまい
りました。おかげさまで，集中治療の
重要性の認識は加速度的に向上し，医
師届出票における「集中治療科」の追
加，専門医機構における「集中治療科
（領域）」のサブスぺシャルティ認定，

診療報酬改定における集中治療関連の
大幅な算定拡大などにつながったと理
解しています。
　集中治療は，多職種連携のチーム医
療が重要であることから，関連各方面
のご協力を得て，各職種における日本
集中治療医学会の認定制度を制定しま
した。昨年度は集中治療認証看護師，
集中治療専門臨床工学技士が誕生しま
した。今春には，集中治療理学療法士
が新たに誕生する予定です。これらの
資格は，日本集中治療医学会の会員で
あることをあえて要件とせず，広く人
材を育成することで，わが国の集中治
療医療提供体制の充実と強靭化をめざ
しています。また，タスクシェア・タ
スクシフトを安全に推進するためにも
非常に重要であると考えています。
　理事長就任後，学会本体の改革も進
め，成熟した組織とするためのさまざ
まな取り組みを行ってきました。遅れ
ばせながら，ダイバーシティ委員会や
U35プロジェクト運営委員会を設立
し，活発な活動が始まっています。研
究支援制度の充実，各種ガイドライン
の制作と普及活動，国際交流の活性化，
他学会との協働，学術集会運営の大幅
な改革，サマーキャンプの開始など，
学会自体が大きなエネルギーをもって
躍動している鼓動を感じます。創立
50周年の節目に当たり，これからの
50年を見据え，今後ともアカデミッ
ク活動の充実はもとより，社会におけ
る学会の「存在意義と果たす役割」を
肝に銘じ活動してまいりますので，ご
指導・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願
いします。

創立50周年の日本集中治療医学
会の存在意義と果たす役割
西田 修
一般社団法人日本集中治療医学会 理事長／ 
藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座 主任教授
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再生医療という全く新しい分野の
治療を実現すること
髙橋 政代
株式会社ビジョンケア 代表取締役社長／
神戸アイセンター 研究センター顧問

　1990年の当時過去最低の合計特殊
出生率となった「1.57ショック」を機
に，政府は仕事と子育ての両立支援な
どこどもを生み育てやすい環境づくり
に向けて取り組みを始め，94年には
文部，厚生，労働，建設の 4大臣合意
により「エンゼルプラン」が策定され
るなど省庁横断的な対応も始まった。
2003年には少子化社会対策基本法が
成立して，07年には少子化対策担当
大臣が置かれるなどさまざまな取り組
みが行われてきた。だが，バブル経済
の崩壊と長引く不況，非正規雇用の増
加と若者の低所得化，女性の社会進出
に保育などの環境整備が追い付かない
など，社会構造の激変に翻弄され，少
子化に歯止めがかからず， 05年に合計
特殊出生率が歴代最低の 1.26を記録
した後，合計特殊出生率はやや改善し
たものの，現在も 1.4前後で推移して

いる。
　こうした国全体の流れの中で，私は
2004年に大学を卒業して小児科医と
して歩き出し，こども達やその保護者，
家族と直に接しながら，いかにこの国
の制度がこども・子育て世代に優しく
ないかを強く感じてきた。困難を抱え
た妊産婦の支援，保育環境の整備，産
休・育休を取得することに対する社会
の評価，障害児支援，貧困家庭のこど
もへの支援など，具体例を挙げると切
りがない。こどもに冷たい社会，子育
てが自己責任とされる社会では，少子
化に歯止めがかからないのは当然の帰
結ではないだろうか。必要とされるの
は，「少子化対策」のためのこども政
策ではなく，こどもたちが身体的
（bio）・精神的（psycho）・社会的（social）
に健やかに成長することを社会全体で
支え，こどもを持つことが幸せに感じ

「こどもまん中」の政策を 
実現する
自見 はなこ
参議院議員／小児科専門医

られることによって結果的に少子化に
歯止めがかかる政策である。
　超党派議員連盟事務局長として
2018年 12月に議員立法に取り組んだ
成育基本法は，妊娠期から始まるこど
もたちの健やかな成長を切れ目なくサ
ポートするための理念法である。成育
基本法の成立後，産後ケアの法制化，
医療的ケア児支援法の成立，循環器病
対策における移行期医療の充実，難聴
児支援予算の大幅増額，CDR（チャ
イルド・デス・レビュー）など個別の
施策でも大きな進展があった。さらに，
成育基本法には，「行政組織のあり方
の見直し」も規定されており，これに
基づいて 22年 6月に「こども家庭庁
設置法」が成立し，23年 4月にこど
も家庭庁が発足した。加えて，「こど
も家庭庁設置法」と同時に議員立法で
「こども基本法」が成立したことは，
少子化対策における大きな発想の転換
と言える。「こども家庭庁設置法」が
新省庁の組織や機構，権限に係る法律
であるのに対して，「こども基本法」
は「児童の権利条約」を受けた国内法
として，こどもたちをまん中に置いた

施策を社会全体で総合的かつ強力に実
施していくための包括的な理念法であ
る。こどもたちを真ん中に置いた母子
保健政策とその他の政策の一体的な提
供こそが少子化対策の核心と言っても
過言ではない。
　現在，岸田政権の掲げる「異次元の
少子化対策」を巡り財源論などさまざ
まな議論があるが，「こどもまん中」
の視点を忘れてはいけない。こどもの
元気が日本社会の元気の源である。こ
れからもこどもたちが夢を持ち，自ら
が社会の担い手として活躍できるよ
う，私に与えられた使命を全うしてい
きたい。

　わが国の自殺者数は，失業率がはじ
めて 4.0％に達した 1998年に急増して
3万人を超えました。その後，国を挙
げてさまざまな自殺対策が実施された
おかげもあり，2009年より下降の途
をたどってきましたが，新型コロナパ
ンデミックが発生した 2020年に，11
年ぶりに上昇に転じました。それに呼
応して，各種インターネット調査等に
よると，不安，抑うつといった心理的
苦痛を抱える人々が増えて，その数は
コロナパンデミック以前の 2倍にも上
ると言われています。この間，自殺に
追い込まれた方や心理的苦痛を感じて
いる人の多くが女性であり，また若年
者であることが大きな特徴とされてい
ます。一方，新型コロナパンデミック
以前に関しても，2020年 9月に公表
されたユニセフによる子どもの幸福度
調査（ ）の結果
によると，精神的幸福度について，日
本は先進国 38か国中 37位だったと報
告されています。
　新型コロナパンデミックに伴い，接
触が制限される中， AMED（国立研究
開発法人日本医療研究開発機構）から
研究費の助成を受けて，私たちはオン
ラインでセルフメンタルチェック調査
を行いました。その調査結果より，メ
ンタル不調の度合いによって要支援者
をトリアージし，AIチャットボット

やオンライン相談を利用できるシステ
ム（KOKOROBO）を立ち上げ，約 20
万人からアクセスしていただきまし
た。しかし，メンタル不調が中等度と
判定された方が 69％に上ったのに対
して，オンライン相談に訪れた方はそ
の 4％に過ぎないことがわかりまし
た。メンタル不調を抱える方にとって，
「いかにアクセスしやすいプラットフ
ォームを作るか」は大きな課題と言え
そうです。
　話は変わりますが，ニュージーラン
ドのダニーデンという町で行われた
バースコホート研究の結果，86％の住
民が 45歳までのいずれかの時点で，
精神疾患の診断がつくことが明らかに
されました（PMID：32315069）。これ
は，新型コロナパンデミック以前の
データであり，平常時においても誰も
が精神疾患にかかる可能性があること
を意味しています。ただし，大部分の
方は医療サービスを受けることなく，
日常生活の中で対処していることが想
像されます。医療モデルから離れた，
地域を支える家庭，学校，職場，自治
体等の組織が連携して，子どもから大
人までがアクセスしやすいプラットフ
ォームを構築し，国民のメンタルヘル
スの増進に寄与していきたいと考えて
います。

国民のメンタルヘルス 
増進に向けて
中込 和幸
国立精神・神経医療研究センター 理事長・総長

　網膜再生医療は安全性が確認され，
今年は治療効果を判定するステージへ
と進みます。再生医療は薬と異なり，
手術を伴い，細胞は体の中で微小環境
にあわせて変化します。薬＝治療です
が，細胞＝治療ではなく，患者選択や
手術法など医療側のノウハウが効果を
決めます。
　筆者が研究センター顧問を務める神
戸アイセンターの理念は「（医療だけ
でなく）あらゆる手段で視覚障害の課
題解決を」です。同様に網膜再生医療
の開発も，治験という既存のコースだ
けでは時間やコストが跳ね上がり，必
ずしも良い治療とはならないことが見
えていますので，あらゆる手段を駆使
して治療にしようと進めています。既
存の規制では治療の高額化と開発にか
かる時間，企業の視点からはビジネス
としてなりたたないという問題点は希
少疾患における遺伝子治療分野では既
に明らかとなり，米国では規制改革の
動きが始まっています。われわれが取
り組んでいる網膜再生医療も 1例目を
行った際に，「これだけ新しい治療は
開発方法も医療の仕組みも新しくしな
いと成り立たない。特に眼科医や学会
が最初から入って開発しないと無駄が
多く，あらゆる方法を駆使することが
必要だ」と感じました。
　どのようにしたら早くうまく一般的
治療法となるのだろう，と考える中で，
日本には治験以外に病院が主導して行

う先進医療や自由診療という枠組みが
あることに気づきました。そのために
神戸アイセンターという眼科だけの病
院を 2017年に立ち上げ，再生医療を
熟知する臨床チームを作り，利益相反
を管理しながら病院と企業が協力しつ
つ，さらに患者を交えて治療を作る体
制を構築しました。網膜再生医療の臨
床試験は順調に推移していますが，将
来的に再生医療を広げていく段階で
は，現行の保険診療の中に高額な再生
医療を大きく組み込むことは不可能で
す。イノベーティブな高度医療には別
の財源を充てるなど日本の医療の良さ
を残して大きな改革が必要と考えてい
ます。
　研究を経て産業界に身を置くことに
より，さらに医療を見る視座が上がり，
これまで見えていなかった薬価の問
題，ドラッグロス，逃散型医療崩壊，
大学病院の研究力低下等が見えてきま
した。そして，診療報酬制度による統
制価格なのに資本主義経営という根本
的なねじれ構造の下ではどんな小手先
の変革も問題解決にはなりません。こ
れらの問題解決に再生医療が突破口に
なれる可能性があることから，頭を柔
らかくして医療システム自体を考える
必要があります。産業まで含めて大き
な視点から医療を語り，現場を熟知し
ている医師側から方向性を提案するこ
とが重要だと思います。2024年を新
しい医療元年にしたいものです。

明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

2024 年新春
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　今年 7月に夏季オリンピックが仏パ
リで開催される。パリでオリンピック
が開催されるのは 3回目である。1900
年にパリで初めて開催された第 2回大
会は，女性アスリートが初めてテニス
とゴルフ競技に参加した大会であっ
た。IOC創始者の仏人貴族ピエール・
ド・クーベルタンは古代オリンピック
の理想を，男子選手の肉体美の躍動と
し，「女性がスポーツをしている姿は
優雅でも面白くもなく，見るに堪えな
い。女性の主たる役割は勝者に冠を授
けることである」と古代に倣って女性
禁制にしたとされている。実際，女性
が腕や足などを見せることは恥ずかし
いことと当時は見なされていたため，
第 2回大会ではロングスカートをはい
ていたそうである。また当時は「母体
の保護」が論じられ，「女性の参加は
好奇な目にさらす」と考えられていた
時代背景もあり，女性アスリートの比
率は 2％に過ぎなかった。一方で前回
の東京 2020大会ではその比率は約
50％に達し，時代が大きく変わったと
実感する。スポーツが社会を反映して
いると IOCバッハ会長が語っていた
が，男女平等，機会均等，多様性の現
代でパリ五輪がどのように開催される
か，楽しみである。

　パリ五輪のもう一つの興味は，未曾
有の感染症で開催が 1年延期され，無
観客，バブル方式で行われた東京
2020大会の次に開催されるというこ
とである。オリンピックは 4年ごとの
開催であるが，今回は 1年の延期のた
めに 3年間しか準備期間がなかったこ
とは，選手のパフォーマンス調整を難
しくするだろう。その一方で，コロナ
禍で存在意義を問い続けたアスリート
が，有観客下で競技することにどれだ
けの喜びを持って臨むのか，その躍動
も楽しみである。
　個人的には COVID-19による世界的
なロックダウンは，いわゆるノアの方
舟ではないかと思っている。元に戻る
のではなく，より良い世界に変えてい
くきっかけであり，変えなければなら
ないと思う。多様性をより深め，スポー
ツの価値を改めて問う，極めて大きな
意味を持つであろうし，30年以上ス
ポーツドクターとして活動してきた筆
者自身にとってもかつて留学していた
パリで開催されるオリンピックは何か
意味を持つのだろうと感じている。そ
して今後は，わざわざ女性アスリート
の比率を気にすることもない社会へ，
スポーツ医学も次なるステージへと成
熟に向かう時であると思っている。

2024パリ五輪――女性比率を気
にすることのない社会へ
土肥 美智子
日本オリンピック委員会 理事／立教大学スポーツウエルネス学部　
特任教授／日本サッカー協会診療所 院長

　2024年 7月に千円紙幣の肖像画に
北里柴三郎先生が採用されます。北里
柴三郎先生といえば血清療法です。し
かし，「血清療法って，いったい何だ
ろう？」と，疑問に思われる方もいら
っしゃるかと思います。幸いにも，私
は運命的なご縁があり，血清療法の臨
床と研究を，現代において全般的に担
当しています。
　血清療法とは，人工的に作られたポ

リクローナル抗体（ヒト，他の動物由
来）を含む血清（抗毒素・抗血清とも
呼ばれる）を投与して治療することと
定義されています。近代医学で最古の
治療法と言われる血清療法は，日本人
医学者の北里柴三郎先生によって
1890年に開発され，第 1回ノーベル
生理学・医学賞をエミール・フォン・
ベーリング博士が受賞しています。
　現代における血清療法の主な役割は

新千円札紙幣の肖像画， 
北里柴三郎先生と血清療法
一二三 亨
聖路加国際病院救急部救急科 医長

抗体による毒素の中和です。その原則
において自然毒であるマムシ，ハブ，
ヤマカガシなどの毒ヘビ咬傷，セアカ
ゴケグモ咬傷などの毒グモ咬傷，オニ
ダルマオコゼやハブクラゲなどの有毒
海洋生物咬刺傷に関しては有効な治療
法として確立されています。また，感
染症に対しては，感染症治療における
原則である抗菌薬投与と感染巣のドレ
ナージに加えて，病原因子（毒素）に
対する抗体治療という新たな側面が注
目されています。Clostridium perfrin-

gens敗血症に対するガス壊疽抗毒素
による中和治療，また爆発的に増加し
ている Corynebacterium ulcerans感染
症（ジフテリア類似疾患）に対するジ
フテリア抗毒素による治療，ボツリヌ
ス菌毒素を用いたテロへの対策も加味
したボツリヌス抗毒素は，いずれもそ

の効果，存在意義が今後大きく高まる
と期待されます。
　北里柴三郎先生が血清療法を開発し
て 134年がたった現在も血清療法の臨
床効果は証明されており，臨床展開さ
れています（一部は臨床研究として行
われています）。北里柴三郎先生の教
えの原点である，①常に実臨床を見据
えた研究を行うこと，②“効く”の確
信を持ってその研究に情熱を注ぐこ
と。この 2点の基本的哲学が絶対的な
ものであるからこそ，そこをしっかり
と心に据えて研鑽していけば，血清療
法は今後も発展することは信じて疑い
ません。また，どの分野においても北
里柴三郎先生の教えの原点とともに研
究を行うことによりさらなる発展を遂
げると確信しています。

　産婦人科は女性の健康を守り，生命
の誕生を助け次世代につなぐという役
割がある。昨今，晩婚化・晩産化・少
子化が社会問題になる一方，女性の活
躍促進も叫ばれている。このような状
況の中，昨年は生殖医療の現場では健
康な女性が行う「ノンメディカルの卵
子凍結」が話題になった。若いうちに
卵子を凍結しておいて，必要になった
らそれを融解して使うというものであ
る。背景には加齢により卵子は量・質
ともに低下し，妊娠する能力が下がる
ことが一般に知られはじめたことにあ
る。東京都は卵子凍結に係る費用およ
び凍結卵子を使用した生殖補助医療へ
の助成を開始した。若い時期をキャリ
ア形成に費やす女性が増えた昨今，
先々の妊娠・出産を考えた際の選択肢
になるのかもしれない。しかし，この
卵子凍結にはメリット・デメリットが
ある。メリットとしては，今は仕事に
集中したい場合，将来の妊娠・出産に
備えているという安心感である。一方
デメリットは，女性の身体の老化に関
連したリスクである。高齢になってか
らの妊娠は妊娠高血圧症候群や妊娠糖
尿病などの合併症や，分娩時のリスク
も上昇する。詳細は日本産科婦人科学

会のWebサイトに「ノンメディカル
な卵子凍結をお考えの方へ」（
bit.ly/47wIYjb）を掲載しているので参
考にしてほしい。
　生殖補助医療の普及に伴い保存され
る凍結卵・受精卵の数は増えていくこ
とが見込まれる。一方，これらの監理
は医療機関に任せられており，取り違
え，紛失や売買などに備えたルール作
りは行われていない。これまで日本産
科婦人科学会は，主に生殖補助医療に
関連した臨床・研究を遂行する際に倫
理的に注意すべき事項に関する見解を
公表し，この見解を遵守しない学会会
員に対しては罰則を課すなどして自主
的な規制を行ってきた。しかし，見解
遵守を求めることができるのは，本会
会員に対してのみである。仮に見解を
守らない医師を除名しても，その医師
が医療を行うことは可能なことから，
本会に違反行為をやめさせる力はな
い。われわれは国にこれらに関する法
整備と監理体制の構築，国の関与が難
しい医学的判断・倫理的判断とその運
営を行う公的機関の設置を提言してき
た。安心して子どもを産み育てられる
社会の構築のために，ぜひこれらを実
現させていきたい。

女性の健康と生まれてくる子の未来
を守る医療体制の構築をめざして
加藤 聖子
日本産科婦人科学会 理事長／ 
九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学分野 教授

●写真　  新千円札紙幣
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　1965年に理学療法士および作業療
法士法が誕生し，現在における作業療
法士の有資格者数は 11万 3699人。男
女比については男性 38.8，女性 61.2，
平均年齢は男性 36.4歳，女性 35.6歳
となっている（一般社団法人作業療法
士協会の組織率は約 60％）。
　2023年を振り返ってみると，私自
身のことで恐縮ではあるが 5月 27日
の総会・臨時理事会にて第 6代会長に
選出いただいた。身が引き締まる思い
である。めざすのは「輝いている患者
（利用者）さん，輝いている作業療法
士」。それを支える「魅力のある各都
道府県作業療法士会と当協会」である
こと。理事も新たに，新体制の事務局
で各事業を進めているところである。
作業療法の対象は，乳児から成人・高
齢者まで。介護予防から急性期・回復
期・生活期，そして終末期の全てであ
る。在宅復帰にとどまらず，就園・就
学・就労・遊び・趣味等，いきがいを
持った生活行為，「真の暮らし」のた
めに支援させていただく。
　一方，重要課題と言えるのは認知症
に対する作業療法である。われわれは
認知症施策推進総合戦略（新オレンジ
プラン）に基づき，「訪問による効果
的な認知症リハビリテーションの実践
プロトコルの開発研究」（令和 4年度
老人保健健康増進等事業）を実施し，

現在は「訪問による認知症リハビリ
テーションの効果についての調査研究
事業」（令和 5年度老人保健健康増進
等事業）を展開中である。
　また，2023年 10月 2日，令和 5 年
度社会保障審議会介護給付費分科会で
は，当協会，日本理学療法士協会，日
本言語聴覚士協会の 3 団体によるヒア
リングで行ったが，3団体の代表とし
て総論部分では「多職種協働の促進と
各専門職の活用」「リハビリテーショ
ン専門職種の処遇改善」と「認知症リ
ハビリテーションの普及の重要性」を
提案させていただいた。また当協会と
しては，さらに「認知症の方々に対す
る訪問の効果」を報告した。認知症に
ついては，国民の最大の関心事といっ
ても過言ではない。戦後の第一次ベ
ビーブームに誕生した団塊世代が 75
歳に到達する 2025年は既に目の前で
ある。各専門職種が，それぞれの専門
性を発揮できることが「国民の幸福」
につながる。
　当協会・各都道府県作業療法士会・
養成施設校・勤務先との組織力をさら
に強化し，臨床技術を確かなものにす
るという命題に対して真摯に取り組ん
でいきたいと考えている。今後とも，
関係諸氏におかれては，ご指導・ご鞭
撻のほどよろしくお願いしたい。

日本作業療法士協会がめざすこと

山本 伸一
一般社団法人日本作業療法士協会 会長

　2024年の干支は「甲辰（きのえ・
たつ）」です。甲辰は，「成功という芽
が成長していき，姿を整えていく」年
とされています。長いコロナ禍で社会
は大きく変化しました。昨年度は，コ
ロナ禍による制約が看護の人材育成に
もたらした弊害と，ICTや AIなどの
技術革新で得た教育方法から人材育成
の方法についての温故知新を考えた年
でした。本年は，ポストコロナでの人
材育成の在り方を具体的に整えていく
年となることを期待したいです。
　さて，看護系大学の数は 300校を超
えました。30年前は 10校でしたので，
飛躍的な伸びです。現場では大学を卒
業した看護管理者や指導者が増えてい
ます。また，タスク・シフト／シェアで，
看護職者の役割拡大が進んでいます。
このあたりで一度，看護学教育の大学
化の原点に立ち返り，人材育成の在り
方について考える必要があると感じま
す。各教育機関は基礎教育の質を検証
し，現任教育は，専門性の芽を着実に
成長させて看護の質をより高いところ
に向かわせる教育になっているかの検
証が必要でしょう。
　看護は実学です。現場の看護の質が
向上し，新たな看護の価値を創造して
いく人材が着実に育ってこそ，大学化

の意味があるのです。役割拡大では，
看護の視点で考えて行動できなければ
専門性を見失います。現在，卒業生の
90％以上が医療機関に就職し，そこで
教育を受けていますが，看護職者の活
躍の場は多様です。医療機関だけでな
く，地域で，海外で，他分野でと，さ
まざまな場で看護の専門性を発揮でき
る人材を育てる視点から現任教育を検
証する必要があります。基礎教育は学
際的な考え方を培い，専門領域での知
的 ･倫理的準備性と実践への応用を学
びます。それは，プロフェッショナル
教育の基礎「看護の芽」を育てるに過
ぎないのです。現任教育こそが新のプ
ロフェッショナル教育です。どのよう
な場でも看護の専門性を発揮していく
力をつけて，ジェネラリスト・スペシ
ャリスト・マネジメントなど個人が描
いた夢に向かってキャリア形成してい
ける場を整える。そのためには，教員・
現場の管理者らが，学び，意識を新た
にして，基礎教育と現任教育の真の連
動を図る必要があるでしょう。後輩た
ちが，看護の専門性に誇りを抱き，希
望に満ちた看護の未来へ向かうように
新たな人材育成の姿を整えていく，そ
んな年にしていきたいです。

看護学教育と現任教育の連動で 
新たな人材育成の姿を整える年へ！
阿部 幸恵
東京医科大学医学部看護学科 学科長

　プラネタリーヘルス（PLH）という
言葉は，2015年の Lancet誌（PMID：
26188744）に，同誌とロックフェラー
財団が共同で組織した委員会の報告書
として大きく取り上げられた。国内外
問わずここ 2～3年で PLHという言葉
に接する機会が増えてきたので，どこ
かで見聞きされた方もいらっしゃると
思う。Lancet誌に取り上げられた報告
書には，「人間の健康（社会や文明の
健全さを含む）と地球の健康（生態系
の健康も含む）とは相互に依存する関
係にあり，後者を守ることが前者につ
ながる」という，ある意味で極めて当
然の主張に基づいて，今後研究すべき
領域とその成果を実践する方法につい
て指針が示されている。人間と地球と
の関係を解明し，その最適化をめざす
手法を開発することが PLHの研究で
あり，そこで得た知見を政策や社会活
動に転換することが PLHの実践とい

うことになる。米国（現在は Johns 
Hopkins大）に事務局を置く Planetary 
Health Allianceという国際的ネット
ワークもあり，昨年，学術関係者を中
心にその日本ハブも立ち上がった。ち
なみに筆者が所属する長崎大学は，
2020年冒頭，PLHに全学で取り組む
ことを日本で初めて宣言した。 
　PLHの主張は当たり前のことだと
思われる方も多いに違いない。それを
学術機関だけでなく，国際機関や世界
銀行までもが取り上げるようになった
のは，気候変動，パンデミックなど私
たちが直面している喫緊の課題を解決
するために，この当たり前の主張を再
確認し，具体化することの必要性が明
らかになってきたからだろう。 
　常日頃，人の健康にかかわる最前線
で重要な役割を果たしている医療者の
方々にとって，地球の健康はやや距離
のある話と感じられるかもしれない。

プラネタリーヘルス――あらため
て見直す人間と地球との関係
渡辺 知保
長崎大学プラネタリーヘルス学環長／ 

Planetary Health Alliance日本ハブ

しかし気候変動は熱中症や感染症（特
に熱帯感染症）の拡大を助長すること，
巨大台風や集中豪雨の増加を招いて生
命や健康を脅かすことが指摘されてい
る。また，地球規模で社会機能を麻痺
させた COVID-19のようなパンデミ
ックの発端には生態系の劣化，人間と
生態系との接し方の課題も指摘されて
いる。さらに，過剰な肉の摂取を控え
ることが人間の健康にも地球の健康に
も良いなど，人間の健康と地球の健康
とは意外に近い距離にあって，今後の
健康問題の解決には，地球の健康への
目配せが不可欠と言える。医療・保健

活動と関連した温室効果ガスや廃棄物
の削減を考えることも，地球上のさま
ざまな地域や将来世代の負担を軽減す
る上で重要だ。社会的な信用度も高い
医療者が PLHについて考え発信する
ことは，多くの方の関心と活動のきっ
かけになるに違いない。



　医療関係者で QOLという言葉を知
らない人は皆無ではないかと思う。私
は外科医であるが，外科ではこれまで
根治性を重視し，QOLを軽視しがち
であった歴史がある。
そこに乳房温存や，機
能温存手術が導入され
る中で，それがもたら
す QOLの改善を測っ
てみたいという素朴な
気持ちが生じてくる。
ところがいざ QOLの
測定となると，使用可
能な日本語版尺度がな
かったり，あったとし
ても，不自然な日本語
で，それをわかりやす
く変更しようとすると
「そんなことをしては
いけない！」と言われ
たり，さらには「勝手
に使うと著作権者から訴えられるよ」
などと脅かされると，少し気がなえて
くる。加えて，信頼性とか妥当性とか，
測定特性とか計量心理学の用語が頻出
すると「うーん」となってしまいがち
である。
　そこに現れた待望の一冊が本書『臨
床・研究で活用できる！　QOL評価
マニュアル』である。編者の能登真一
先生は，理論と実践の両面にわたり，
斯界をけん引してきたリーダーでもあ
るが，同書を「臨床・研究で『活用』
できる『マニュアル』」と明確に性格

付けている。背景となる理論は過不足
なくコンパクトにまとめられている上
に，「尺度別」に具体的な記載がなさ
れている点がユニークである。「マニ

ュアル」としてその尺
度の特徴・開発経緯・
日本語版の開発・版権
の使用に当たっての注
意点・質問票そのも
の・スコアの算出方法
と解釈・測定特性・エ
ビデンスが，一覧でき
る利便性の大きさは類
書にはないものであ
る。しかもわが国でそ
の尺度を開発（翻訳）
した当事者がその項目
を執筆しているという
ことで，版権のことも
具体的でわかりやすく
記載されている。これ

一冊あれば，QOL測定のハードルは
とても低くなる。
　一方本書は，実践面に徹したマニュ
アルであり，QOLの初学者には向か
ない本であると誤解される方もいるか
もしれないが，QOLの基礎知識，評
価尺度と測定特性についての項目はコ
ンパクトではあるものの，非常によく
まとまっており，この分野への入門書
としても秀逸な出来栄えとなってい
る。多くの臨床家・研究者の皆さまに
手に取っていただきたい一書である。

臨床・研究で活用できる！
QOL評価マニュアル
下妻 晃二郎●監修 
能登 真一●編
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　2023年 8月より，仙台市から北に
約 100　km離れた地方都市にある，や
まと在宅診療所登米で院長としての任
務が始まりました。同僚の若手医師だ
けでなく，診療所の看
護師や診療アシスタン
ト，在宅訪問管理栄養
士，そして同地域の緩
和ケアや終末期ケアに
かかわる医療・福祉従
事者の仲間たちと共
に，この土地で「最期
までよく生きるを支え
る」ためにどのような
学びが相互に必要かを
考えるようになりまし
た。困難に感じること
を聞いてみると，亡く
なりゆく方々をどのよ
うに看ていけば良いか
が不安（時には怖いと
の声も）との声が多く，
まずは診療所内で『死亡直前と看取り
のエビデンス　第 2版』の共有を始め
てみました。実臨床での肌実感をエビ
デンスで裏付けしている，まさに
EBM（Evidence-Based Medicine）に沿
った内容でもあり，医師や看護師など
医療者たちにも強くお薦めできる内容
であると感じています。
　病院看取りが主流になっていた昨今
の社会情勢の影響か，これまでに死亡

前の兆候を目にしたご家族やスタッフ
は少なく，不安や恐怖を感じることが
多いです。しかし，本書でまず初めに
述べられているように，多くの兆候は

あらかじめ想定するこ
とが可能で，ご家族や
スタッフとも事前に共
有することができま
す。そして本書には，
このような兆候がなぜ
生じるのかを EBMに
沿って解説されている
だけでなく，緊張が高
まる臨死期のコミュニ
ケーションの工夫まで
触れられており，医療
者だけでなく，その他
の関係者にとっても心
強いリソースとなりま
す。
　本書は臨死期の情報
だけでなく，予後予測

や輸液の妥当性，鎮静の考察，意思決
定支援に関するコミュニケーション，
終末期のWell-Beingや生活の質の保
障の考え方，呼吸困難や昏迷，死前喘
鳴の症状緩和に向けたアセスメントと
病態の考察，死亡直後のグリーフケア
からエンゼルケアまでを網羅していま
す。患者さんやご家族との終末期の療
養や医療に関するアドバンスケアプラ
ンニングに必要な要素が豊富に取り扱
われており，この一冊を通じて新しい
視点や考え方を共有し，お互いに高め
合うことができます。
　著者のお 2人は僕の大切なメンター
です。森田達也先生から研究会議やお

死亡直前と看取りのエビデンス　第2版

森田 達也，白土 明美●著
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酒の席で頂くフランクなアドバイスの
数々は，まさに僕の羅針盤です。「物
事によって検証と実装の順番を考える
べき」など目を覚ますようなアドバイ
スを常に頂き，自身のキャリアパスに
も落とし込んでいます。白土明美先生
には年に 1回“詣で”ており，焼酎や
鶏刺しを片手にお互いの“緩和ケア感”
の変化や地域に持つビジョンなど，心
の中を共有する時間を共にさせていた
だいています。このように，客観的な

視点に富み，テイラーメイドなケアや
マネジメントができるお 2人がまとめ
られた本書は，EBMに沿いながら，個々
の葛藤や困難を解決できる手引きとし
て，多くの方々にとって日々の実践の
中での支えや示唆を提供する福音のよ
うな存在となるのではないかと感じて
います。そして本書を中心に，“最期ま
で生きる”ことを共に学び，そしてよ
り良いケアの実践につなげていただけ
ればと願っています。

「QOL」を知りたい・使いたい 
人たちへ待望の一冊

“最期まで生きる”ことを 
共に学び，より良いケアの 

実践につなげる
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　日本肝胆膵外科学会が認定する高度
技能専門医制度におけるその取得は，
外科手術の実技面を重視した専門医制
度として 2011年に発足し，またわが
国において当時手術実
技を重視し判定する専
門医制度として初のも
のであり，多くの外科
領域の医師に注目され
たものであった。その
後，内視鏡外科学会等
でも同様の試みの制度
が追随されるようにな
った。当時，肝胆膵外
科手術は術後の致死率
が決して他の外科手術
の中でも低いとは言え
ず，手術リスクは高い
ものとして考えられて
いた。そのため日本肝
胆膵外科学会は，手術
を受ける方々にそのリスクを知っても
らうとともに，安心して高難度肝胆膵
外科手術を受けていただくべく認定施
設制度（A施設と B施設認定）を設け，
それを広く公表したのである。それは
患者さんに資する情報を提供したいと
考えた上でのことであった。その際，
施設のみでなく，確実に高難度外科手
術を施行し得る外科医の育成およびそ
の認定についても，併せて開始したと
いうわけである。したがって，旧来の
専門医制度に比べるとその専門医に合
格するのには極めて高いハードルが設
けられており，その分受験する医師に
とっては，大変な苦労や努力を要する
と言える。結果，取得した専門医には
高いプライドおよび責任が与えられる
ことになっている。2011年スタート
時にはわずか 12人の合格者であった
が，その後徐々に受験者および合格者
が増加してきている。しかしながら，
ここ数年来の 2020年代に入っても合
格率はほぼ 50％前後という狭き門で
はある。ちなみに 2022年の合格者は
93人となっている。
　ぜひ肝胆膵外科をめざす若い外科医
にはまずしっかりと高難度手術手技を
勉強し，実地手術を指導医の下で行い

十分修練した上で専門医資格申請に臨
んでいただきたい。今回発刊された『肝
胆膵高難度外科手術　第 3版』は日本
肝胆膵外科学会の編集により現状で活

躍している肝胆膵外科
医のエクスパートら
が，若い外科医向けに
精魂を込めての解説書
として発刊されたもの
である。今回の第 3版
では，6章に分かれて
いるうちの 1章には腹
腔鏡下およびロボット
支援下の肝胆膵外科手
術の項目も加えられて
いる。よくある手術手
技の解説書とは異な
り，手術の実際におけ
る事細かにおよぶ注意
点についても記載があ
り，ある意味では専門

医試験の審査員らの目線がどのような
ポイントで審査されているかをうかが
い知ることにもなる。もちろん実際の
手術時のピットホールに陥ることのな
いように，といった指導医としてのア
ドバイス，さらには大きな合併症につ
ながらないよう回避すべき術中のポイ
ントなどがちりばめられた内容になっ
ており，臨場感あふれる手術手技の解
説書となっている。これから専門医試
験を受ける若い外科医の方々は，これ
らの手術手技を熟読した上で自身の経
験する手術を毎回，振り返って反省し，
少しずつ成長し，高難度肝胆膵外科手
術を安心してこなすことができるよう
な真の専門医の外科医として成長して
いってもらいたいと願っている。また，
すでに専門医を取得した外科医および
指導医の先生方にも，一読いただきご
自身の高難度外科手術の手技を絶えず
skill-upさせて，より多くの患者さん
の治療にさらに貢献していただけるよ
うに，本書を利用していただけたら幸
いである。

肝胆膵高難度外科手術［Web動画付］　第3版

一般社団法人日本肝胆膵外科学会●編
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　評者は精神科医である。精神科医に
なって 3，4年目のころ，今から約 40
年も前になるが，身体疾患に起因する
意識障害であるせん妄，認知症，統合
失調症治療薬による錐
体外路症状，心理面の
原因で身体症状を呈す
る転換性障害などに出
合って，精神科医もあ
る程度の神経内科（現
在の脳神経内科）の知
識が不可欠であると考
えた。当時の私のバイ
ブルは故・本多虔夫先
生が単独執筆された
『神経病へのアプロー
チ』（医学書院）であ
った。所属教室の主任
教授に頼み，週 1回程
度であったが，しばら
くの間，本多先生の下
で研修を受け，臨床家
はこうあるべきという姿勢も学んだ。
　それ以後，自分が精神科教員の立場
となり，わかりやすいテキストを探し
ている中，見つけたのが本書である。
著者は初版の序で「遺伝学や生化学な
どのいわゆる高度医療の側面には触れ
ていない。それらを高速道路建設に例
えると，本書は街

まち

中
なか

の交通渋滞に対処
するものである」，第 3版の序では「『街
中の交通渋滞対処』が『高速道路建設』
に役立つ」，「予断や理屈に捉われない
で，患者の症状を観察し，自ら一歩深
く考えることが今なお臨床医に求めら
れていると思う」と強調しており，評
者が教えられてきた医療観を再確認さ
せられた。
　第Ⅰ編では「日常診療で遭遇する患
者」として頭痛，めまい，しびれ，肩
こり，震え，物忘れなど，第Ⅱ編では

「緊急処置が必要な患者」として，け
いれん，意識障害などを取り上げ，第
Ⅲ編では「神経診察のポイントと画像
診断のピットフォール」として診察の

あるべき姿が述べられ
ている。「常にこれだ
けは知っておくよう
に」という趣旨の記載
が随所にみられるのは
著者の医療に対する姿
勢の表れであろう。
　もう 1点，評者が賛
同するのは「多くの教
科書が分担執筆であっ
たり，欧米の教科書の
受け売りだったりする
ので，筆者一人による
一貫したものの診かた
を提示し，病歴聴収と
神経診察の実際の経験
をなるべく具体的に示
したいと思ったことで

ある」という執筆動機である。最近，
分担執筆の本が多く，責任者不在を感
じる場面が少なくない。内容に多少の
濃淡はあっても，単著の出版を増やす
ように出版社にも努力してほしいと思
う。
　最初に挙げた本多先生の本を思い出
しながら本書を読んだ。40年もたち
知見が著しく増えているのでやむを得
ないが，神経内科を専門としないが学
びたい医師にとってはできるかぎり薄
い本であってほしいとも思う。
　いずれにせよ，脳神経内科の基本的
な知識や診療姿勢が見事にまとめられ
た本であり，神経内科初心者だけでな
く，総合診療医や精神科医，その他の
内科を中心とする医師にとって極めて
有用な書籍である。

神経症状の診かた・考えかた　第3版
General Neurologyのすすめ
福武 敏夫●著
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